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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 第50期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、転換社債等の発行がないため記載していません。 

第51期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式を調整した計算により１株当たり当期純利益金

額が減少しないため記載していません。 

また、第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが当期純損失で

あるため記載していません。 

３ 平成16年２月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基

準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準適用指針第４号)を適用しています。 

  

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (百万円) 321,671 364,463 358,121 345,528 323,313

経常損益 (百万円) 4,821 5,430 5,197 2,232 △1,141

当期純損益 (百万円) 1,839 1,200 1,051 △21,089 △9,631

純資産額 (百万円) 73,534 72,774 72,041 48,902 38,178

総資産額 (百万円) 167,725 164,331 163,165 140,633 130,346

１株当たり純資産額 (円) 570.57 587.23 584.11 395.00 307.99

１株当たり当期純損益 (円) 14.27 9.50 8.52 △170.58 △77.79

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 8.52 ― ―

自己資本比率 (％) 43.84 44.29 44.15 34.77 29.30

自己資本利益率 (％) 2.48 1.65 1.45 △34.87 △22.12

株価収益率 (倍) 21.30 54.53 62.91 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,199 7,823 3,163 3,851 327

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,654 △2,503 △2,597 9,056 △3,489

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 492 △6,124 △2,750 △6,684 1,787

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(百万円) 10,008 9,204 7,019 13,243 11,869

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 (人) 

4,346 
(10,373)

4,402
(10,777)

4,295
(11,383)

4,204 
(10,897)

3,959
(10,362)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 第50期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、転換社債等の発行がないため記載していません。 

第51期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式を調整した計算により１株当たり当期純利益金

額が減少しないため記載していません。 

また、第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが当期純損失で

あるため記載していません。 

３ 平成16年２月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基

準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準適用指針第４号)を適用しています。 

  

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (百万円) 308,888 320,390 326,157 316,647 301,620

経常損益 (百万円) 4,506 5,031 5,166 2,328 △1,842

当期純損益 (百万円) 1,660 1,219 1,563 △21,949 △10,234

資本金 (百万円) 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549

発行済株式総数 (株) 128,894,833 128,894,833 128,894,833 128,894,833 128,894,833

純資産額 (百万円) 78,325 77,580 78,206 54,208 42,831

総資産額 (百万円) 155,665 154,764 158,239 137,220 127,176

１株当たり純資産額 (円) 607.75 626.00 634.09 437.86 345.53

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
12.00 

(6.00)

12.00

(―)

12.00

(6.00)

12.00 

(6.00)

―

(―)

１株当たり当期純損益 (円) 12.88 9.66 12.66 △177.53 △82.66

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 12.66 ― ―

自己資本比率 (％) 50.32 50.13 49.42 39.50 33.68

自己資本利益率 (％) 2.10 1.57 2.00 △33.15 △21.09

株価収益率 (倍) 23.60 53.62 42.34 ― ―

配当性向 (％) 93.15 121.91 94.67 ― ―

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 (人) 

3,554 
(8,302)

3,515
(8,817)

3,515
(9,572)

3,464 
(9,258)

3,355
(9,120)



２ 【沿革】 

当社(昭和18年３月８日株式会社内匠組として設立、その後商号の変更を重ね、昭和49年４月マルエツ商事株式会社
となる。)は昭和37年以降営業活動を休止していましたが、その後株式会社マルエツ(昭和27年６月16日設立)の１株の
額面金額500円を50円に変更することを目的に、昭和51年４月１日を合併期日として株式会社マルエツを吸収合併しま
した。合併により株式会社マルエツの事業を全面的に継承し、同時に商号を株式会社マルエツに変更しました。 
したがって、実質上の存続会社は昭和27年６月16日設立の株式会社マルエツであり、以下の記載事項は実質上の存
続会社について記載しています。 

  

(注) ㈱メッカは、平成18年３月１日付で同社株式を売却しています。 

  

年月 概要

昭和27年６月 
  
  

初代社長高橋悦造が埼玉県浦和市(現・さいたま市)において魚の販売を開始(昭和20年10月)した
個人経営の魚悦商店を基礎に有限会社魚悦商店(資本金250千円)を設立、会社の目的を「鮮魚、
乾物食料品の販売」とする。 

昭和34年９月 有限会社丸悦ストアーと商号変更。

昭和40年４月 セルフサービス方式の食料品スーパーマーケットの第１号店として大宮店を開店。 

昭和40年８月 会社の目的に日用品、雑貨、洋品雑貨の販売等を加える。

昭和45年４月 東京都に進出し、足立区に西新井店を開店。

昭和45年12月 有限会社を株式会社に組織変更。 

昭和49年２月 株式会社マルエツと商号変更し、同時に本店を埼玉県蕨市に移転。

昭和50年２月 当社の不動産部門業務を行っていた高橋興業有限会社と合併。

昭和50年５月 会社の目的に衣料品、医薬品の販売等を加える。

昭和50年12月 埼玉県大宮市(現・さいたま市)に大宮物流センターを開設。

昭和51年４月 株式の額面変更を目的として、マルエツ商事株式会社と合併。株式会社マルエツに商号変更。 

昭和51年５月 千葉県に進出し、千葉市に幕張店を開店。

昭和52年２月 東京証券取引所市場第二部へ株式上場。

昭和53年１月 株式会社プリマートと合併。 

昭和56年６月 サンデーマート株式会社(現・連結子会社)の株式取得。

昭和56年７月 
  

株式会社サンコーと合併。本店を東京都新宿区揚場町２番地14号に移転。
株式会社ダイエーとの商品の共同仕入契約を継承。 

昭和59年１月 大阪証券取引所市場第二部へ株式上場。

昭和59年10月 東京証券取引所、大阪証券取引所市場第一部に指定。

昭和60年８月 埼玉県浦和市(現・さいたま市)に精肉専用の浦和加工センターを開設。

昭和61年10月 埼玉県白岡町に鮮魚専用の白岡生鮮加工センターを開設。

平成元年４月 株式会社マルエツ開発(現・連結子会社)を設立。

平成元年７月 
  

本店を東京都豊島区東池袋５丁目51番12号に移転。
株式会社メッカ(現・連結子会社)を設立。 

平成４年３月 株式会社マーノ(現・連結子会社)を設立。

平成７年６月 定時株主総会決議により決算期を３月31日から２月末日に変更。

平成７年11月 栃木県に進出し、小山市に小山店を開店。

平成８年１月 茨城県に進出し、阿見町に阿見店を開店。

平成13年８月 株式会社すえひろ（サンデーマート株式会社と合併）の第三者割当増資を引受ける。 

平成14年１月 株式会社ポロロッカ（現・連結子会社）の株式取得。

平成14年10月 株式会社日本流通未来教育センター（現・持分法適用関連会社）を設立。

平成15年９月 大阪証券取引所市場第一部上場廃止申請。

平成15年12月 大阪証券取引所市場第一部上場廃止。

平成15年12月 サンデーマート株式会社と株式会社すえひろは合併。（存続会社はサンデーマート株式会社） 

平成17年６月 株式会社東武ストア（現・持分法適用関連会社）の新株予約権を行使

平成18年２月 提出会社における現在店舗数201店舗。



３ 【事業の内容】 

当企業集団は、当社及び当社の関係会社(連結子会社７社、持分法適用関連会社２社及び持分法非適用関連会社２

社)により構成され、小売及び小売周辺業務を主な内容とし、さらにこれらを補完する不動産事業等の事業活動を展開

しています。 

当企業グループの事業にかかわる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。 

なお、事業区分は「事業の種類別セグメント情報」と同一です。 

小売事業―――――当社、サンデーマート㈱、㈱ポロロッカ及び㈱東武ストアがスーパーマーケットを営んでいま

す。 

不動産事業――――㈱マルエツ開発が営んでいます。 

その他の事業 ――㈱メッカはスポーツ機器の販売を、㈱マーノは事務処理の受託業務を、㈱クローバ商事は商品開

発を担当しています。 

㈱日本流通未来教育センターは教育事業を営んでいます。 

(注) １ 当社は、平成17年６月29日付けで㈱東武ストアの新株予約権を行使いたしました。 

これにより、同社は、当社の持分法適用関連会社となりました。 

２ ㈱メッカは、平成18年３月１日付で同社株式を売却しています。 

  

事業の系統図は次のとおりです。 

  

 
  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 上記のうちに、特定子会社はありません。 

２ 有価証券報告書を提出しています。 

３ 議決権の被所有割合の( )内は被間接所有割合で内数です。 

４ 当社は、平成17年６月29日付で㈱東武ストアの新株予約権を行使いたしました。これにより、同社は、当社の持分法適用

関連会社となりました。 

５ 持分は、100分の20未満でありますが、実質的な影響力を有するため関連会社としています。 

６ ㈱メッカは、平成18年３月１日付で同社株式を売却しています。 

７ 債務超過会社であり、債務超過額は、2,021百万円です。 

  

名称 住所 資本金
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
(被所有)割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)   

サンデーマート㈱ 東京都中野区 490 小売事業 100.0

(1) 当社は同社に商品を供
給しています。 

(2) 当社は同社に本部事務
所を賃貸しています。 

(3) 当社の役員１名が同社
の役員を兼任していま
す。 

㈱ポロロッカ 
(注)７ 東京都新宿区 480 小売事業 100.0

(1) 当社は同社に商品を供
給しています。 

(2) 当社は同社に資金の貸
付を行なっています。 

(3) 当社の役員１名が同社
の役員を兼任していま
す。 

㈱マルエツ開発 
  

東京都中野区 995 不動産事業 100.0

(1) 当社は同社に不動産の
仲介、店舗開発業務を
委託しています。 

(2) 当社は同社より建物を
賃借しています。 

(3) 当社は同社に対し、資
金の貸付及び同社の借
入に対して債務保証を
行なっています。 

(4) 当社の役員１名が同社
の役員を兼任していま
す。 

㈱マーノ 東京都豊島区 10
その他の事業
(事務業務 
受託業) 

100.0

(1) 当社は同社に事務業務
を委託しています。 

(2) 当社は同社に本部事務
所を賃貸しています。 

㈱メッカ 
(注)６ 東京都大田区 30

その他の事業
(スポーツ機器
販売業) 

100.0
(1) 当社は同社に資金の貸
付を行なっています。 

その他２社   

(持分法適用関連会社)   

㈱東武ストア 
(注)２、４、５ 東京都板橋区 9,022 小売事業 15.1

(1) 当社は同社に商品を供
給しています。 

(2) 当社の役員２名が同社
の役員を兼任していま
す。 

㈱日本流通未来教育センター 埼玉県蕨市 200
その他の事業
(教育事業) 50.0

(1) 当社の役員１名が同社
の役員を兼任していま
す。 

(その他の関係会社)   

㈱ダイエー 
(注)２、３ 兵庫県神戸市中央区 56,517 小売事業

(被所有)
37.8 
(0.1)

(1) 当社は同社より商品の
供給を受けています。 

(2) 当社は同社に商品を供
給しています。 

(3) 当社の役員２名が同社
の役員を兼任していま
す。 

丸紅フーズインベストメント㈱ 東京都千代田区 10 投資会社
(被所有)
30.2 
 

(1) 当社は同社グループ会
社から商品の仕入を行
なっています。 

丸紅㈱ 
(注)２、３ 大阪府大阪市中央区 262,686 総合商社

(被所有)
34.0 
(34.0)

(1) 当社は同社グループ会
社から商品の仕入を行
なっています。 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年２月28日現在 

(注) 従業員数は就業人員です。また( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記

載しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員です。また( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で

記載しています。 

２ 平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでいます。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループにおいて、提出会社にはマルエツ労働組合が組織されており、提出会社の本社に同組合本部が、ま

た各事業所に支部が置かれ、平成18年２月28日現在における組合員数は8,373人(パートタイマー5,995人含む)で上

部団体のＵＩゼンセン同盟流通部会に加盟しています。 

なお、労使関係は穏健で安定しています。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

小売事業 3,867 (10,261) 

不動産事業 24 (  19) 

その他の事業 68 (  82) 

合計 3,959 (10,362) 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

3,355 (9,120) 40.1 17.4 5,279



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業部門、家計部門がともに改善し、景気は緩やかな回復傾向をたどっ

ておりますが、年金問題等、将来的な不安材料により、食品に対する消費マインドは依然として不透明であり、本

格的な消費動向の回復には至りませんでした。 

小売業界では、業種・業態を超えた企業間競争の更なる激化及び食料購入費が３年連続して減少するなど、依然

として厳しい経営環境が続いております。 

このような状況下、提出会社では第３四半期において「60周年創業祭」及び「ホークスセール」を開催し、売上

高の底上げを図ってまいりましたが、既存店売上高前年比が94.5％と当初計画よりも低調に推移いたしました。 

第４四半期は景気の緩やかな回復を背景に、売上高は徐々に回復基調を強め、また生鮮・惣菜部門の強化等の営

業施策を実施しましたが、第３四半期の不足を補うまでには至りませんでした。 

売上総利益につきましては、上記セール期間の売上高が当初計画を下回ったことに伴い、在庫が過剰となり、売

価変更の増加などの商品ロスが発生したことと、低価格商品の拡販に伴う値入率の低下などで、第３四半期の荒利

益率が大きく低下しました。また経費面では、19店舗の不採算店舗閉鎖及び経費の削減に努めましたが、セール開

催に伴う販売費の増加等により、売上総利益の減少を補うまでには至りませんでした。 

当連結会計年度における事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

  

(小売事業) 

提出会社におきましては、昨年10月に創業60周年を迎えることとなりました。60周年を迎えるにあたり、当連

結会計年度を「改革元年」と位置づけ、お客様起点の商品開発、人材の積極的な活用を中心に取り組みを続けて

まいりました。 

商品開発につきましては、当社開発商品である品質重視の「FOODeX(フーデックス)」と「HOMEeX(ホーメック

ス)」は、着実にお客様のご支持をいただき、累計で約460品目となりました。 

営業施策面につきましては、お客様のご要望や利便性を具現化するため15店舗の改装を行なうとともに、深夜

営業店を拡大して合計103店舗とすると同時に販売効率向上のため、営業時間の見直しも実施し、多様化するお客

様のライフスタイルの変化に対するニーズを取り込める体制を進めております。 

環境、社会貢献活動につきましては、環境管理システムの国際規格「ISO14001」の次期取得に向けプロジェク

トチームを発足させ、経営基盤の強化及び更なる環境意識の向上を目指しております。 

また、お買物袋持参運動や、盲導犬の育成、普及のための募金活動を継続実施しております。 

  



店舗につきましては、天王町店(神奈川県)、草加八幡店(埼玉県)、新小岩店(東京都)、四季の森フォレオ店(神

奈川県)、東中山店(千葉県)、三郷中央店(埼玉県)、宮野木店(千葉県)、さがみ野店(神奈川県)、幸手上高野店

(埼玉県)の９店舗を新設しました。 

また、経営資源の効率化を図るため、北浦和HOPビル店(埼玉県)等19店舗の閉鎖を行なった結果、当連結会計年

度末の店舗数は201店舗となりました。 

連結子会社では、サンデーマート株式会社は、大森東店(東京都)の１店舗を新設し、株式会社ポロロッカは、

水道小桜店(東京都)の１店舗を新設し、近畿地区17店舗の営業譲渡及び３店舗の閉鎖を行ない、当連結会計年度

末のグループの小売店舗数は248店舗となりました。 

これらの結果、小売事業の当連結会計年度のセグメント間の取引消去前の営業収益は、3,253億97百万円、営業

損失10億83百万円となりました。 

  

(不動産事業) 

株式会社マルエツ開発におきましては、地域密着型ショッピングモールとして「エムズタウン三郷中央」(埼玉

県)と「エムズタウン幸手」(埼玉県)のオープン等、積極的な店舗開発を行なった結果、不動産事業の当連結会計

年度のセグメント間の取引消去前の営業収益は、37億32百万円、営業損失29百万円となりました。 

  

(その他の事業) 

商品開発を担当している株式会社クローバ商事、また、その他の事業におきましてもそれぞれ事業の拡大を図

り、その結果、当連結会計年度のセグメント間の取引消去前の営業収益は、21億23百万円、営業利益69百万円と

なりました。 

  

なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントの業績を記載しているため、前年同期比較は行なっておりま

せん。 

以上の結果、当社グループの連結営業収益は3,297億91百万円(前年同期比6.3％減)、連結営業損失は10億43百万

円(前年同期は連結営業利益27億29百万円)、連結経常損失は11億41百万円(前年同期は連結経常利益22億32百万

円)、連結当期純損失は96億31百万円(前年同期は連結当期純損失210億89百万円)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度に比べ13億73百万円減少し、

当連結会計年度末の資金残高は118億69百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減損損失16億76百万円の計上等により税金等調整前当期純損失は24

億33百万円となりましたが、減価償却費24億98百万円とたな卸資産の減少24億34百万円等により、３億27百万円の

資金増加となりました。 

この結果、営業活動全体として前連結会計年度と比べて収入が35億23百万円(前年同期比91.5％減)の減少となり

ました。 

  



「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に、有形固定資産の取得による支出が95億80百万円ありました

が、差入保証金の減少による収入42億13百万円、有形固定資産の売却による収入24億88百万円、投資有価証券の売

却による収入19億94百万円等があり、34億89百万円の資金減少となりました。 

この結果、投資活動全体として前連結会計年度と比べて支出が125億45百万円(前年同期は90億56百万円の資金増

加)の増加となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に、親会社による配当金の支払額７億45百万円等がありました

が、コマーシャルペーパーの調達による収入45億円があったことにより、17億87百万円の資金増加となりました。 

この結果、財務活動全体として前連結会計年度と比べて収入が84億72百万円(前年同期は66億84百万円の資金減

少)の増加となりました。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りです。 

  

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２ 上記金額には消費税等は含んでいません。 

３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントの業績を記載しているため、前年同期比較は行なっていません。 

  

(2) 仕入実績 

当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りです。 

  

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２ 上記金額には消費税等は含んでいません。 

３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントの業績を記載しているため、前年同期比較は行なっていません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度
(平成17年３月１日～平成18年２月28日) 

金額(百万円) 前年同期比(％)

小売事業 325,217 ―

不動産事業 2,857 ―

その他の事業 1,716 ―

計 329,791 93.7

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度
(平成17年３月１日～平成18年２月28日) 

金額(百万円) 前年同期比(％)

小売事業 232,995 ―

不動産事業 ― ―

その他の事業 907 ―

計 233,902 93.6



３ 【対処すべき課題】 

当連結会計年度は利益率の著しい悪化により、営業赤字という誠に厳しい状況になりました。 

当社はこの結果を厳粛に受けとめ、このような状況から一刻も早く脱却し、経営効率及び財務体質の改善を実現す

るための計画を策定いたしました。 

(1) 経営方針 

① 営業力の強化 

・商品改革 

地域に密着した品揃えと販促、多様化したニーズに対応するスピーディな売場変更を実現し、機動的な商品

調達を実施するため、株式会社ダイエーからの商品供給の体制を、自社仕入体制に変更いたします。また、仕

入方法、仕入ルート、産地直送品の開拓、並びに見直しを図り商品原価の引き下げに努めるとともに、カテゴ

リー分類、品揃え基準、棚割りの再構築を行ない、コア商品(高支持率商品)づくりを推進することにより「マ

ーチャンダイジング改革」を実現させ、早期に売上高、利益率の改善を図ります。 

  

・店舗オペレーション改革 

本社と店舗との情報の一層の共有化を図り、意思のある仕入販売計画を策定・実行するとともに、作業効率

改善のための各種マニュアルの見直しと効果の検証を行ない、業務の標準化・効率化・単純化を推進すること

により計画的に業務遂行ができる仕組みを構築いたします。さらに、在庫高・廃棄ロス高の削減を継続実施

し、利益率の改善を図ります。 

  

② ローコスト体質への転換 

・店舗戦略改革 

新規出店につきましては、現在までの２桁出店を見直し、平成19年２月期は競争力と収益力のある４店舗と

し、投資額を圧縮して確実に投資回収のできる店舗づくりを行ないます。既存店舗につきましては、店舗の活

性化に重点を置き効果的な店舗から優先的に改装を実施、不採算店舗の閉鎖も10店舗程度を検討、また、深夜

営業店舗は、営業時間を見直してまいります。 

  

・人材育成、人事制度改革 

人事考課制度の見直しを実施いたします。これにより、職務・役割に対応した人事・賃金制度を構築し人件

費総額の抑制を図ります。また、店舗オペレーションの見直しにより、パートタイマー及びアルバイト教育の

強化を図り、正社員教育を含め教育の在り方の見直しを行ないます。 

  

・IT情報戦略 

店舗のローコスト化及びマネジメント力向上の為に、現状の情報システムの再構築を図ります。 

  



③ 経営執行力の強化 

・経営資源の選択と集中 

小型店事業につきましては、グループ全体の最適化を図るため、事業の整理・統合を進め経営効率の改善を

図ります。 

  

(2) 財務体質の改善 

資産の売却、棚卸資産の削減等を進め総資産の圧縮を推進し、有利子負債の削減に努め、財務面での安定性を碓

立いたします。 

  

(3) 営業関連の本部機能・組織の見直し 

営業企画本部を解消し、各販売本部と小型店事業本部を統括する「販売統括本部」を新設し、「商品本部」とと

もに販売と商品の両機能を集約した組織とし、本部による営業サポート機能の強化を図ってまいります。また、本

社組織については、「課」を廃止し、「部」単位でのフレキシブルな管理体制に変更し、本社機能の効率化を図り

ます。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因について主なものを記載し

ております。 

有価証券報告書提出日(平成18年５月31日)現在、以下のようなものであると考えております。 

  

(1) 小売事業における市場動向 

当社グループの中核事業である小売事業は、景気や個人消費の動向、異常気象等の影響を受け易い特性がありま

す。店舗間競争が激化している環境下で、個人消費の低迷が長期にわたり続いた場合、当社グループの業績及び財

政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 法的規制 

当社グループは、食品衛生法・JAS法・薬事法や環境・リサイクル関連法規等の法的規制の適用を受けています。

当社グループとしては、法令遵守を旨とし、社内体制の万全を期しておりますが、現在予期し得ない法的規制等が

設けられたり、これら法的規制等に依る指導を受けた場合、当社グループの営業活動が制限されることにより、業

績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 店舗数の増加及び減少 

当社グループは出店に関して、マーケット分析等を行ない投資回収計画を作成しておりますが、開店後の業績が

対策を講じても計画通りに推移しない場合、投資回収に計画差が生じ、以後の出店計画を見直す場合があります。 

店舗の出店または閉鎖が計画通りに推移しない場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  



(4) 食品の安全性 

当社グループでは食品の安全性に日頃より充分な注意を払い、食中毒の未然防止、商品の検査体制の充実や生産

履歴（トレーサビリティ）の明確化に努めております。 

万一、食中毒の発生等でお客様にご迷惑をお掛けする事態が発生したり、近年の米国産牛のBSE問題等予期せぬ事

態が発生することにより、消費者に対する不安感が広まった場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

(5) 年金債務及び年金資産 

当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の基礎率を前提に算出

しています。この前提が経済環境の変化、その他の要因により変動した場合や年金資産の運用実績が低下した場合

には、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(6) 金利・金融市場の動向 

当社グループの借入金の中には固定金利の借入金もあり、金利変動リスクの軽減を図っておりますが、今後の金

利変動・金融市場の動向によっては、当社グループの金利負担・資金調達等において、業績及び財政状況に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

(7) 訴訟事件 

当社の店舗の賃貸人である入三商事株式会社により、賃貸借契約に基づく賃料差額及び遅延損害金２億14百万円

の支払いを求める訴訟を提起され、現在係争中であります。 

また、当社の店舗の賃借人である株式会社イマックスから適正賃料にかかる確認訴訟を提訴され、当社も反訴し

て係争中でありましたが、平成18年５月23日に東京地方裁判所より判決が下っています。この判決に基づく平成18

年５月31日までの未払賃料は２億96百万円であり、借地借家法第32条第２項に基づく利息は１億64百万円でありま

すが、当社は、控訴予定であります。 

これら、２件については、今後の判決内容によって当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

(8) 店舗システム運用上のリスク 

当社グループが事業展開をするための店舗における各種システムは、通信回線の二重化、不正侵入抑止等の対策

を講じておりますが、一般の認識のとおり完全にリスク回避できるものではありません。自然災害や事故等により

甚大な設備の損壊があった場合、通信回線に支障が出た場合、不正侵入や従業員の過誤による障害が起きた場合に

は業務の遂行に支障をきたし、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(9) 個人情報保護のリスク 

当社グループは、各店舗の顧客などに関する多くの個人情報を保有しております。個人情報などこれらの情報の

取り扱いについては、社内ルールを設定し管理を徹底しておりますが、情報流出や犯罪行為等により情報漏洩が発

生する可能性があります。その場合、社会的信用や企業イメージを損ない、当社グループの業績及び財政状況に影

響を及ぼす可能性があります。 

  



(10)財務制限条項 

当社グループでは、自己資金、借入金、社債及びコマーシャルペーパーにより資金調達を行なっております。借

入金のうち、シンジケートローン契約、長期借入金及びコミットメントライン契約については、各年度の中間決算

期末及び決算期末における単体及び連結の貸借対照表における資本の部の金額、各年度の決算期末における単体及

び連結の損益計算書の経常損益等に関しての財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、多数貸付人

の請求により期限の利益を喪失し、借入金全額を直ちに返済する義務を負うことになっており、当社グループの業

績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当連結会計年度において、シンジケートローン契約の一部に付されている財務制限条項に抵触する事実が

発生しましたが、平成18年３月24日に同契約に基づく借入金残高39億円を全額返済しており抵触した状況は解消い

たしました。 

  

(11)事業展開地域における自然災害等 

当社グループの事業展開拠点は首都圏に集中しております。したがいまして、首都圏において大規模な地震・風

水害などの自然災害や、テロ行為及び人為的要因を含む様々なトラブル等の発生により、事業の運営に支障をきた

す場合や設備等の回復に多額の費用が発生する場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

イ 当社は、株式会社ダイエーと商品の共同仕入契約を締結しています。 

契約期限      平成19年２月末日 

  (注) 当社グループは平成18年３月より、地域に密着した品揃えと販促、多様化したニーズに対応するスピーディな売場変更

の実現と、機動的な商品調達の実現のため、商品供給の体制を株式会社ダイエーからの仕入の一部を除き、自社仕入体

制に変更いたします。 

ロ 財団法人民間都市開発推進機構との土地売買契約を締結しています。 

平成12年１月17日付契約に基づく、当社と財団法人民間都市開発推進機構との土地売買取引に伴って、同日付で

当社及び連結子会社の株式会社マルエツ開発と同機構の間には、10年以内に民間都市開発の推進に関する特別措置

法等の定めるところに従い、買い取りの請求があった場合は、株式会社マルエツ開発が当該土地を、同機構から譲

り受ける旨の覚書を締結しています。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

負担金及び支払先 当社が仕入れた商品の仕入金額に対し一定率を株式会社ダイエーに支払い

ます。 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

１ 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成に当たりまして、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施して

おります。 

詳細につきましては、「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(１)連結財務諸表 連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。 

  

２ 財政状態の分析 

(1) 資産の部 

当連結会計年度末における総資産の額は、前連結会計年度末に比べ102億87百万円減少(前期比7.3％減)し1,303

億46百万円となりました。流動資産は、主に現金及び預金の減少、たな卸資産の削減効果等により前連結会計年

度末に比べ72億７百万円減少(前期比20.1％減)して、285億72百万円となりました。固定資産は、グループ全体で

11店舗の新設、商業施設２物件の新設により有形固定資産は36億46百万円増加しましたが、多額の繰延税金資産

を取崩し、繰延税金資産が64億63百万円減少したことにより30億62百万円減少(前期比2.9％減)して1,017億73百

万円となりました。 

(2) 負債の部 

当連結会計年度末における負債合計額は、前連結会計年度末に比べ４億36百万円増加(前期比0.5％増)し921億

67百万円となりました。流動負債は、買掛金の減少がありましたが、コマーシャルペーパーの増加ならびに本年

９月に償還を迎える第４回無担保普通社債を流動負債に振り替えたことにより104億52百万円増加(前期比21.8％

増)して584億77百万円となりました。固定負債は、上記の１年内償還予定社債を流動負債に振り替えたこと等に

より前連結会計年度末に比べ100億15百万円減少(前期比22.9％減)して336億89百万円となりました。 

(3) 資本の部 

当連結会計年度末における純資産額は、主に当期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ107億23百万円

減少(前期比21.9％減)して381億78百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結

会計年度末の34.8％から29.3％に低下し、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ87.01円減少し307.99

円となりました。 

  



３ 経営成績の分析 

(1) 営業収益等 

当連結会計年度における営業収益は3,297億91百万円(前年同期比6.3％減)となりました。これは、第３四半期

に、提出会社において「60周年創業祭」及び「ホークスセール」を開催し売上高の底上げを図りましたが、既存

店売上高前年比が94.5％と当初計画よりも低調に推移し、かつ、第４四半期は、景気の緩やかな回復を背景に売

上高は徐々に回復基調を強め、また生鮮・惣菜部門の強化等の営業施策を実施したものの第３四半期の不足を補

うまでには至らなかったことによるものです。また、売上総利益は、上記セール期間の売上高が当初計画を下回

ったことに伴い、在庫が過剰となり、売価変更の増加などの商品ロスが発生したことと、低価格商品の拡販に伴

う値入率の低下などにより851億92百万円(前年同期比9.7％減)となりました。 

  

(2) 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、上記セール開催に伴う販売費の増加はありましたが、22店舗の不採算店舗閉鎖及び

経費の削減に努めた結果、前連結会計年度と比べ52億77百万円減少し、927億14百万円(前年同期比5.4％減)とな

りました。 

  

(3) 営業損失、経常損失 

以上の結果、売上総利益の減少を経費削減効果により補うことができなかったため、営業損失10億43百万円(前

年同期は営業利益27億29百万円)となりました。営業外損益は、持分法投資利益、匿名組合投資利益の増加等によ

り営業外収益12億43百万円(前年同期比83.0％増)、営業外費用はシンジケートローン手数料の増加等により13億

41百万円(前年同期比14.0％増)となった結果、経常損失11億41百万円(前年同期は経常利益22億32百万円)となり

ました。 

  

(4) 特別損益 

特別損益は、特別利益として投資有価証券売却益等で18億73百万円計上し、特別損失として減損損失、店舗閉

鎖費用等で31億66百万円計上いたしました。 

  

(5) 当期純損失 

以上の特別損益を計上した結果、税金等調整前当期純損失は24億33百万円となり、これに法人税、住民税及び

事業税２億87百万円、多額の繰延税金資産を取崩したことにより法人税等調整額を69億10百万円計上した結果、

当期純損失は96億31百万円(前年同期は当期純損失210億89百万円)となりました。 

  

  

４ 資本の財源及び資金の流動性の分析 

(1) キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２［事業の状況］ １［業績等の概要］ (2)キャッシュ・フ

ローの状況」に記載のとおりであります。また、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりでありま

す。 

  



(2) キャッシュ・フロー指標のトレンド 

  

(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の算式により算出しています。 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２ 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しています。 

３ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有

利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。 

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

５ 経営成績に重要な影響を与える要因 

「４［事業等のリスク］」に記載のとおりであります。 

  

６ 経営者の問題認識と今後の方針 

「３［対処すべき課題］」に記載のとおりであります。 

  平成17年２月

期 末 
平成18年２月 
期 末 

株主資本比率 (％) 34.8 29.3

時価ベースの株主資本比率 (％) 50.3 44.6

債務償還年数 (年) 13.2 162.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 3.9 0.4



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループの設備投資については、小売事業関連を中心に店舗網の拡充のための新規出店、既存店活性化のため

の改装を積極的に行ないました。 

株式会社マルエツでは、天王町店等９店舗を新設し、小山店等４店舗の全面改装を行ないました。サンデーマート

株式会社では、大森東店(東京都)１店舗、株式会社ポロロッカでは、水道小桜店(東京都)１店舗、株式会社マルエツ

開発では、商業施設２物件を新設しました。 

この結果、当連結会計年度の設備投資総額は、11,639百万円となりました。 

また、当連結会計年度において、重要な設備の除却売却等については、株式会社マルエツでは、北浦和HOPビル店等

19店舗の閉鎖を行ないました。株式会社ポロロッカでは、近畿地区17店舗の営業譲渡及び３店舗の閉鎖を行ないまし

た。 

この結果、店舗閉鎖費用740百万円及び固定資産売却損を111百万円計上しています。 



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち、「その他」は器具備品等であり、建設仮勘定は含んでいません。なお、金額には消費税等は含んでいま

せん。 

２ 従業員数の( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記載しています。 

３ 土地及び建物の一部を賃借しています。なお、敷金及び保証金を36,496百万円差入れています。 

４ 貸店舗その他は、主としてテナントに賃貸中のものです。 

５ 加工センターは、賃貸設備です。 

６ リース契約による主な賃借設備は次のとおりです。 

  

  

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
(事業の種類別 
セグメント) 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 土地

(面積㎡) 
建物及び
構築物 

その他 合計 

茨城県岩井店 
(岩井市) 

店舗
(小売事業) 

― 88 19 108 
25
(82)

栃木県小山店 
(小山市) 
他１店舗 

店舗
(小売事業) 

― 72 17 89 
29
(66)

埼玉県朝霞店 
(朝霞市) 
他50店舖 

店舗
(小売事業) 

4,386
(30,929)

5,141 485 10,013 
752

(2,287)

千葉県北柏店 
(柏市) 
他52店舗 

店舗
(小売事業) 

5,166
(53,550)

6,076 348 11,592 
626

(2,190)

東京都新糀谷店 
(大田区) 
他53店舗 

店舗
(小売事業) 

332
(997)

3,879 399 4,611 
631

(2,038)

神奈川県井土ヶ谷店 
(横浜市南区) 
他39店舗 

店舗
(小売事業) 

2,276
(4,909)

5,492 646 8,415 
595

(2,333)

加工センター 
白岡生鮮加工センター 
(埼玉県白岡町) 
他１センター 

加工センター 
(小売事業) 

673
(8,915)

435 42 1,151 ―

本社及び分室 
(東京都豊島区他) 

事務所 
(小売事業) 

― 96 92 189 
697
(124)

貸店舗その他 
(埼玉県さいたま市南区他) 

店舗
(小売事業) 
(不動産事業) 

7,262
(65,825)

2,490 21 9,774 ―

名称 主なリース期間 年間リース料(百万円) リース契約残高(百万円)

情報関連機器 ５年 11 14

ＰＯＳ関連機器 ５年 685 2,758

陳列什器等 ５年 2,199 4,967



(2) 国内子会社 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち、「その他」は器具備品等であり、建設仮勘定は含んでいません。なお、金額には消費税等は含んでいま

せん。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容
(事業の種類別
セグメント) 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 土地

(面積㎡) 
建物及び
構築物 

その他 合計 

サンデーマート
㈱ 

埼玉県大宮プラザ店 
(さいたま市西区) 
他１店舗 

店舗 
(小売事業) 

589
(3,582)

83 13 686 
22 
( 48)

  
東京都一橋学園店
(小平市) 
他15店舗 

店舗 
(小売事業) 

291
(589)

394 72 758 
237 
(393)

  
神奈川県花月園店
(横浜市鶴見区) 
他６店舗 

店舗 
(小売事業) 

132
(1,086)

376 32 541 
101 
(197)

  
本部及び貸店舗その
他 
(埼玉県蕨市他) 

事務所及び
店舗 
(小売事業) 
(不動産事業)

579
(3,239)

331 4 915 
45 
(10)

㈱ポロロッカ 
  

埼玉県草加清門町店 
(草加市) 
他２店舗 

店舗 
(小売事業) 

― 26 1 28 
3 
(58)

  
東京都伊興店 
(足立区) 
他18店舗 

店舗 
(小売事業) 

― 461 49 510 
52 
(403)

  
本社及び業務センタ
ー 
(東京都新宿区他) 

事務所 
(小売事業) 

― 13 9 23 
52 
(32)

  
貸店舗その他 
(東京都江戸川区他) 

店舗 
(不動産事業)

― 10 ― 10 ― 

㈱マルエツ開発 

本社及び貸店舗その
他 
(埼玉県さいたま市 
桜区他) 

事務所及び
商業施設 
(不動産事業)

7,607
(36,928)

4,937 28 12,572 
24 
(19)



２ 従業員数の( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記載しています。 

３ 土地及び建物の一部を賃借しています。また、次のとおり敷金及び保証金を差入れています。 

サンデーマート㈱の敷金及び保証金1,365百万円 

㈱ポロロッカの敷金及び保証金908百万円 

㈱マルエツ開発の敷金及び保証金632百万円 

４ サンデーマート㈱の貸店舗その他は、主としてテナントに賃貸中のものです。 

㈱ポロロッカの貸店舗その他は、主としてテナントに賃貸中のものです。 

㈱マルエツ開発の貸店舗その他は、主としてマルエツへの賃貸設備です。 

５ 帳簿価額は、連結会社間の内部利益控除前の金額です。 

６ リース契約による主な賃借設備は次のとおりです。 

  

  

(3) 在外子会社 

該当事項はありません。 

  

会社名 名称 主なリース期間
年間リース料
(百万円) 

リース契約残高
(百万円) 

サンデーマート㈱ 陳列什器等 ５年 66 119

㈱ポロロッカ 陳列什器等 ５年 104 314

㈱マルエツ開発 パーキング装置等 ５年 12 39



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含んでいません。 

  

会社名 名称 所在地 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の
内容 

投資予定額
資金調達
方法 

着工年月
(予定) 

完了年月 
(予定) 

売場 
面積 
(㎡) 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出会社 

立川若葉町店 
東京都 
立川市 

小売事業 新設店舗 617 240
自己資金
及び借入
金 

平成16年
11月 

平成18年 
３月 

1,780 

高輪店 
東京都 
港区 

小売事業 新設店舗 269 48
自己資金
及び借入
金 

平成15年
６月 

平成18年 
３月 

484 

川口 
キュポラ店 

埼玉県 
川口市 

小売事業 新設店舗 448 42
自己資金
及び借入
金 

平成16年
11月 

平成18年
４月 

1,262 

その他１店舗 ― 小売事業 新設店舗 673 ―
自己資金
及び借入
金 

― ― ― 

既存店改造等 900 ― ― ― ― 

サンデー 
マート㈱ 

西糀谷店 
東京都 
大田区 

小売事業 新設店舗 244 86
自己資金
及び借入
金 

平成17年
11月 

平成18年 
３月 

488 

その他１店舗 ― 小売事業 新設店舗 183 ―
自己資金
及び借入
金 

― ― ― 

既存店改造等 150 ― ― ― ― 

㈱ポロロ
ッカ 

早稲田店 
東京都 
新宿区 

小売事業 新設店舗 119 28
自己資金
及び借入
金 

平成18年
２月 

平成18年 
３月 

286 

その他３店舗 ― 小売事業 新設店舗 360 ―
自己資金
及び借入
金 

― ― ― 

既存店改造等 36 ― ― ― ― 

㈱マルエ
ツ開発 

川口キュポラ 
埼玉県 
川口市 

不動産 
事業 

商業施設 136 9
自己資金
及び借入
金 

平成16年
11月 

平成18年 
４月 

4,261 



(2) 重要な設備の除却等 

  
(注) 上記金額には、消費税等は含んでいません。 

会社名 名称 所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容
帳簿価額
(百万円) 

除却等の 
予定年月 

売場面積
(㎡) 

提出会社 

亀戸店 東京都江東区 小売事業 店舗 10
平成18年 
３月 

1,497

小室店 千葉県船橋市 小売事業 店舗 4
平成18年 
３月 

898

志村店 東京都板橋区 小売事業 店舗 7
平成18年 
５月 

380

川間店 千葉県野田市 小売事業 店舗 23
平成18年 
５月 

2,533

上溝店 神奈川県相模原市 小売事業 店舗 14
平成18年 
６月 

2,012

越谷 
花田店 

埼玉県越谷市 小売事業 店舗 8
平成18年 
６月 

2,800

㈱ポロロッ
カ 

保木間店 東京都足立区 小売事業 店舗 8
平成18年 
５月 

453



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

  

② 【発行済株式】 
  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 208,009,000

計 208,009,000

種類 
事業年度末現在発行数(株) 
(平成18年２月28日) 

提出日現在発行数(株)
(平成18年５月31日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 128,894,833 128,894,833
東京証券取引所
(市場第一部) 

株主としての権利内
容に制限のない、標
準となる株式 

計 128,894,833 128,894,833 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しています。 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。 

  

株主総会の特別決議日(平成14年５月23日)

  
事業年度末現在
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数(個) 3,860(注)１ 3,817(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,860,000 3,817,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり515(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年５月24日から
平成19年５月23日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格               515
資本組入額             258 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使時に
おいても、当社又は当社
の子会社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要す。 

  但し、任期満了による退
任、定年退職の場合はこ
の限りではない。 

② 対象者が平成16年５月24
日以降に死亡した場合
は、その相続人が新株予
約権を行使できるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要するものと
する。 

同左 

      
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。 

  

株主総会の特別決議日(平成15年５月22日)

  
事業年度末現在
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数(個) 597(注)１ 582(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 597,000 582,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり529(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年５月23日から
平成19年５月23日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格               529
資本組入額             265 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使時に
おいても、当社又は当社
の子会社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要す。 

  但し、任期満了による退
任、定年退職の場合はこ
の限りではない。 

② 対象者が平成17年５月23
日以降に死亡した場合
は、その相続人が新株予
約権を行使できるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要するものと
する。 

同左 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。 

  

株主総会の特別決議日(平成15年５月22日)

  
事業年度末現在
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数(個) 330(注)１ 327(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 330,000 327,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり567(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年５月23日から
平成19年５月23日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格               567
資本組入額             284 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使時に
おいても、当社又は当社
の子会社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要す。 

  但し、任期満了による退
任、定年退職の場合はこ
の限りではない。 

② 対象者が平成17年５月23
日以降に死亡した場合
は、その相続人が新株予
約権を行使できるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要するものと
する。 

同左 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

(注) １ 平成14年５月23日開催の定時株主総会にて、資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であり、平成14年７
月１日の債権者保護手続の完了後、その他資本剰余金へ振替ています。 

２ 平成16年５月27日開催の定時株主総会にて、資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であり、平成16年７
月１日の債権者保護手続の完了後、その他資本剰余金へ振替ています。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成1８年２月28日現在 

(注) １ 自己株式4,943,912株は「個人その他」に4,943単元、「単元未満株式の状況」に912株含まれています。 
  なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、4,933,912株であります。 
２ 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に１単元、「単元未満株式の状況」に300株含まれています。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係るものです。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成14年７月１日(注1) ― 128,894 ― 37,549 △17,000 18,776

平成16年７月１日(注2) ― 128,894 ― 37,549 △9,000 9,776

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 50 18 402 41 1 3,581 4,093 ―

所有株式数 
(単元) 

― 11,698 267 95,472 4,472 8 16,136 128,053 841,833

所有株式数 
の割合(％) 

― 9.1 0.2 74.6 3.5 0.0 12.6 100.0 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社ダイエー 
兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目
１番１号 

46,423 36.02

丸紅フーズインベストメント 
株式会社 

東京都千代田区大手町１丁目４番２号 37,113 28.79

株式会社マルエツ 東京都豊島区東池袋５丁目51番12号 4,933 3.83

マルエツ従業員持株会 東京都豊島区東池袋５丁目51番12号 1,725 1.34

株式会社みずほコーポレート 
銀行 

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 1,505 1.17

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番3号 1,256 0.97

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,
LONDON E144QA ENGLAND 

1,200 0.93
(常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店) 

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号
恵比寿ガーデンプレイスタワー) 

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イー アイエスジ
ー 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

1,135 0.88

(常任代理人 株式会社三菱東
京UFJ銀行) 

(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号 946 0.73

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 922 0.72

計 ― 97,161 75.38



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年２月28日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれています。 

   また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個含まれています。 

   「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式912株及び証券保管振替機構名義の単元未満失念株式が300株含まれていま

す。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年２月28日現在 

(注) 株式名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が10,000株(議決権10個)あります。 

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式)
普通株式  4,933,000 

―
株主としての権利内容に
制限のない、標準となる
株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 123,120,000 123,120 同上

単元未満株式 普通株式   841,833 ― 同上

発行済株式総数 128,894,833 ― ― 

総株主の議決権 ― 123,120 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社マルエツ 

東京都豊島区東池袋５丁目
51番12号 

4,933,000 ― 4,933,000 3.83

計 ― 4,933,000 ― 4,933,000 3.83



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

① 平成14年５月23日定時株主総会決議 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。当該制度は平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員を対象として株主以外の者

に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年５月23日開催の定時株主総会において決

議されたものであります。 

  

(注) 新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値

の平均値に1.05を乗じた額を株式１株当たりの額とし、これに新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額(１円未満の端数は

切り上げる)とします。但し、その平均値が新株予約権発行を決議する取締役会の前日の終値(取引が成立しない場合はそれ

に先立つ直近日の終値)を下回る場合は、その終値を株式１株当たりの額とします。 

新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。 

  

決議年月日 平成14年５月23日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役及び従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 5,000,000株(上限)

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)

新株予約権の行使期間 平成16年５月24日から平成19年５月23日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員
の地位にあることを要す。 
 但し、任期満了による退任、定年退職の場合はこの限
りではない。 
②対象者が平成16年５月24日以降に死亡した場合は、そ
の相続人が新株予約権を行使できるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するもの
とする。 

  
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



② 平成15年５月22日定時株主総会決議 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。当該制度は平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員を対象として株主以外の者

に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成15年５月22日開催の定時株主総会において決

議されたものであります。 

  

(注) 新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値

の平均値に1.05を乗じた額を株式１株当たりの額とし、これに新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額(１円未満の端数は

切り上げる)とします。但し、その平均値が新株予約権発行を決議する取締役会の前日の終値(取引が成立しない場合はそれ

に先立つ直近日の終値)を下回る場合は、その終値を株式１株当たりの額とします。 

新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。 

  

決議年月日 平成15年５月22日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役及び従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 1,500,000株(上限)

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)

新株予約権の行使期間 平成17年５月23日から平成19年５月23日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社又は当社の子会社の取締役もしくは従業員
の地位にあることを要す。 
 但し、任期満了による退任、定年退職の場合はこの限
りではない。 
②対象者が平成17年５月23日以降に死亡した場合は、そ
の相続人が新株予約権を行使できるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するもの
とする。 

  
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重視するとともに、今後とも収益力の向上並びに財務体質の強化を図りな

がら、業績に応じた成果の配分を行なうこと、並びに安定した配当を継続することが重要と考えています。 

なお、期末配当につきましては、誠に遺憾ながら、その実施を見送ることとさせていただきました。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

最高(円) 390 615 600 726 668

最低(円) 245 288 440 495 400

月別 平成17年９月 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月

最高(円) 518 477 448 433 574 668

最低(円) 474 400 409 406 417 467



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長   髙 橋 惠 三 昭和26年３月30日生

昭和48年３月 当社入社 

19

平成３年10月 商品本部鮮魚部長 

平成７年４月 販売本部第21販売部長 

平成８年４月 商品本部デリカ部長 

平成13年５月 当社取締役就任 

商品本部副本部長兼デリカ部長 

平成14年３月 営業企画本部長 

平成14年４月 株式会社クローバ商事代表取締役

社長就任 

平成15年３月 営業統括付グループ店舗開発担当

兼開発本部長 

平成15年７月 株式会社マルエツ開発代表取締役

会長兼社長就任 

平成16年３月 開発本部長 

平成17年５月 株式会社マルエツ開発代表取締役

社長就任 

平成18年３月 当社代表取締役社長就任(現) 

取締役 
副社長   瀧 田 正 勝 昭和20年７月18日生

昭和44年４月 丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会

社)入社 

19

平成７年４月 同社経営企画部長 

平成13年６月 同社取締役繊維部門長 

平成14年４月 同社執行役員繊維部門長 

平成16年４月 同社常務執行役員南アセアン支配

人 インドネシア総代表 丸紅イ

ンドネシア会社社長就任 

平成17年４月 当社入社 顧問 

平成17年５月 当社取締役副社長就任(現) 

取締役 
常務執行役員 開発本部長 佐 藤 徹 郎 昭和22年12月８日生

昭和45年６月 株式会社サンコー入社 

(昭和56年７月同社は当社に合併) 

30

昭和47年３月 株式会社ダイエー入社 

平成４年９月 株式会社フォルクス専務取締役就

任 

平成７年２月 株式会社ダイエー東近畿店舗運営

本部長 

平成９年３月 当社入社 神奈川販売本部長 

平成９年５月 当社取締役就任(現) 

平成13年３月 店舗運営本部長 

平成13年５月 当社常務取締役就任 

平成14年３月 商品本部長 

平成15年３月 営業統括付グループ商品担当 

平成18年３月 開発本部長(現) 

平成18年３月 株式会社マルエツ開発代表取締役

社長就任 

平成18年５月 常務執行役員(現) 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 
常務執行役員 

販売統括 
本部長 小 林   豊 昭和23年１月29日生

昭和46年４月 当社入社

19

平成４年４月 営業本部第５販売部長 

平成７年４月 販売本部副本部長 

平成８年６月 サンデーマート株式会社
代表取締役社長就任 

平成13年５月 当社取締役就任(現) 

平成17年３月 小型店事業本部長 

平成17年５月 当社常務取締役就任 

平成18年３月 販売統括本部長(現) 

平成18年５月 常務執行役員(現) 

取締役 
常務執行役員 商品本部長 古 川 茂 樹 昭和26年３月25日生

昭和49年３月 当社入社 

19

平成６年４月 販売本部第18販売部長 

平成７年４月 商品本部商品企画部長 

平成13年３月 営業企画本部副本部長兼営業計画

部長 

平成13年５月 当社取締役就任(現) 

平成13年７月 営業企画本部長 

平成14年３月 営業統括付店舗運営担当 

平成16年３月 営業企画本部長 

平成18年３月 商品本部長(現) 

平成18年５月 常務執行役員(現) 

取締役 
執行役員 教育人事本部長 上 田   真 昭和28年８月17日生

昭和51年３月 当社入社

9

平成７年４月 販売本部第16販売部長 

平成８年４月 経営管理本部経営計画部長 

平成11年３月 総務人事本部人事部長 

平成17年３月 教育人事本部長(現)

平成17年５月 当社取締役就任(現) 

平成18年５月 執行役員(現) 

取締役 
執行役員 

東京 
販売本部長 早 見 栄 髙 昭和30年９月28日生

昭和54年４月 株式会社サンコー入社

(昭和56年７月同社は当社に合併) 

5

平成13年３月 営業統括本部南東京エリア 

エリア総括マネージャー 

平成17年３月 東京販売本部長(現) 

平成17年５月 当社取締役就任(現) 

平成18年５月 執行役員(現) 

取締役 

執行役員 
神奈川 
販売本部長 高 鷲 光 洋 昭和30年３月９日生 

昭和52年３月 当社入社

5

平成11年３月 商品本部HBC部長 

平成13年９月 営業統括本部南埼玉エリア 

エリア統括マネージャー 

平成15年３月 経営企画室経営計画部長 

平成17年３月 千葉販売本部長 

平成17年５月 当社取締役就任(現) 

平成18年３月 神奈川販売本部長(現) 

平成18年５月 執行役員(現) 

取締役 
執行役員 

経営企画 
本部長 古 瀬 良 多 昭和32年１月３日生 

昭和55年３月 当社入社 

3

平成11年３月 経営管理本部経営計画部長 

平成13年３月 経営企画室事業企画部長 

平成15年９月 経営戦略室調査部長 

平成18年３月 経営企画本部長(現) 

平成18年５月 当社取締役就任(現) 

執行役員(現) 



  

(注) １ 監査役遠藤時夫、小野寺弘孝及び上保康和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

２ 当社では、取締役会の活性化と意思決定の迅速化および業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しておりま

す。なお執行役員の総員は取締役を含め15名です。 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 
執行役員 

財務経理 
本部長 鵜 山 和 英 昭和26年２月10日生

昭和48年４月 丸紅株式会社入社 財務部 

―

昭和59年４月 同社丸紅米国会社(ニューヨーク)

財務部 
平成12年10月 同社丸紅華南香港会社副社長 
平成13年10月 同社財務部副部長

平成18年３月 当社入社

平成18年４月 財務経理本部長(現)

平成18年５月 当社取締役就任(現)

執行役員(現) 

取締役   高 橋 義 昭 昭和30年12月６日生

昭和53年４月 株式会社ダイエー入社

―

平成15年３月 同社経営企画本部長

平成16年５月 同社取締役経営企画本部長 
平成17年１月 同社取締役経営企画本部長兼 

「DASH80」プロジェクト 
統括リーダー 

平成17年３月 同社代表取締役社長代行

平成17年５月 同社取締役財務経理管掌兼総務人

事管掌 
平成17年５月 当社取締役就任(現)

平成17年11月 株式会社ダイエー取締役財務経

理・総務人事担当 
平成18年２月 同社取締役管理、人事・人材開発

担当(現) 

監査役 常勤 菅 田   博 昭和24年９月12日生

昭和48年４月 株式会社ダイエー入社

8

昭和53年１月 株式会社サンコー入社

(昭和56年７月同社は当社に合併) 
平成８年４月 経営管理本部財務経理部長 
平成13年７月 株式会社すえひろ常務取締役 
平成15年12月 サンデーマート株式会社取締役 
平成16年５月 株式会社ポロロッカ常務取締役 
平成17年５月 当社監査役就任(現)

監査役 常勤 遠 藤 時 夫 昭和24年２月13日生

昭和46年４月 株式会社サンコー入社(昭和56年
７月同社は当社に合併) 

3

昭和48年11月 株式会社ダイエー入社

平成11年６月 同社執行役員物流企画室長 
平成12年３月 同社執行役員営業統括室物流企画

担当 
平成13年１月 同社取締役物流企画室長

平成14年９月 同社取締役店舗改造推進本部長兼

ロジスティクス事業戦略担当 
平成16年２月 同社取締役渉外管掌

平成16年５月 当社監査役就任(現)

監査役   小野寺 弘 孝 昭和27年９月19日生

昭和51年４月 丸紅株式会社入社

―
平成15年４月 同社食料経理部副部長

平成16年１月 同社食料経理部長(現)

平成16年５月 当社監査役就任(現)

監査役   上 保 康 和 昭和31年12月18日生

昭和54年４月 株式会社ダイエー入社

―

平成11年５月 同社資金二部長
平成13年１月 同社資金部長
平成17年１月 同社「DASH80」プロジェクト 

プロジェクトリーダー(T－4担当) 
平成17年３月 同社財務本部長
平成17年５月 同社財務本部長兼IR広報本部長 
平成17年５月 当社監査役就任(現)
平成17年６月 株式会社ダイエー財務経理本部副

本部長 
平成18年２月 同社管理本部副本部長(現) 

計 139



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、平成17年に創業60周年を迎え、それを機に以下の新経営理念を定め、新たな経営姿勢を明確にしまし

た。 

「存在意義」＝私たちは、安全でおいしい商品の提供を通じて、健康で豊かな食生活に貢献します。 

「経営姿勢」＝私たちは、常に革新と挑戦を続け、公正で誠実な企業であり続けます。 

「行動規範」＝私たちは、地域のお客様に愛される、笑顔と活気あふれる店づくりを推進します。 

新たな経営理念のもと、より一層の経営の透明性の向上と法令遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバ

ナンスの充実を経営上の重要課題であると位置づけています。 

  

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の基本説明 

当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実に努

めています。会社の重要事項の審議・決定は「取締役会」「経営会議」を通じて行なわれ、法令遵守への取り組み

については、「企業倫理会議」で審議・決定及び監視活動を行なっています。 

「取締役会」は、平成18年２月28日現在取締役19名(社外取締役はおりません)で構成され、原則として毎月開催

される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会において各取締役は、法定の

決議事項及び取締役会規定に定める付議事項を審議・決議し、法令遵守と適切なリスク管理の下で業務を執行して

います。 

「監査役会」は、平成18年２月28日現在監査役４名(内３名は社外監査役)で構成され、監査に関する重要な事項

について報告を受け協議を行ない、又は決議を行なっています。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務

分担等に従い、取締役の職務執行の適法性、財産の状況等の監査を行なっています。 

この他に、取締役会付議事項の審議・方向付けを役割とする「常務会」を設置しています。 

また、当社は、平成18年５月25日より執行役員制度を導入いたしました。執行役員制度導入の目的は、取締役会

の活性化、業務執行体制の強化です。今後、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、経営監視機能・業務執行力

を強化し、さらなるコーポレート・ガバナンスの徹底を図ります。 

  



② 会社の機関及び内部統制の関係図 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の仕組みは次のとおりです。 

 
(注) 1. なお、平成18年３月１日をもって「常務会」は「戦略ミーティング」に「企業倫理会議」は「内部統制推進会議」に

それぞれ変更いたしました。 

2. 平成18年５月25日より執行役員制度の導入に伴い、「執行役員会」を設置いたしました。 

  

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

当社の内部統制システムにつきましては、業務監査部門である監査室が、各本部・店舗の業務遂行状況につい

て監査を行なっているほか、グループ関連会社を含めた業務活動全般に関する監査を行ない、業務執行の妥当

性、法令の遵守状況等に係わる内部監査を通じて業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行なうよう努めていま

す。 

一方、リスク管理体制の状況につきましては、コンプライアンス・企業倫理の社内徹底を図るために、平成15

年２月「マルエツグループ行動憲章」を制定するとともに、コンプライアンスに関わる施策の審議・決定を行な

うために社長を議長とする「企業倫理会議」を発足させ、これをサポートする専任部署としてコンプライアンス

法務部を設置しています。また、平成15年12月より、社内通報窓口として「マルエツホットライン」を設置し、

社内における不正等の未然防止及び発生時の早期対応、是正措置の実施等、内部通報制度の体制を構築していま

す。通報のあった案件については、定期的に「企業倫理会議」に報告するとともに、必要に応じて、取締役・監

査役に報告し、経営の透明性に努めています。 

このような施策をグループ全体に浸透させるため、関連会社を含め役員・従業員全員を対象に「コンプライア

ンス携帯カード」や「マルエツグループ行動基準小冊子」を配布し、コンプライアンスの定着に向けた取り組み

を継続してまいります。 



なお、全社的な内部統制の徹底をさらに図るため、内部統制システムの整備・運用に関する重要事項について

の審議決定を行なう機関として、「内部統制推進会議」を設置することを平成18年１月に決議いたしました。 

  

(3) 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況 

当社の内部監査につきましては、当社及びグループ関連会社の業務上の諸活動が経営方針、各種法令及び規則規

定に基づき適正に運営されているかを監査し、経営の改善に資することを目的としています。内部監査は３名体制

で業務を遂行しており、会計監査、業務監査及び社長からの特命事項の監査等を行なっています。監査結果の概要

は、社長に報告するとともに適切な助言・勧告を行なっています。 

監査役監査につきましては、常勤監査役２名、非常勤監査役２名、計４名(内３名は社外監査役)で行なっていま

す。取締役会をはじめその他重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行の適法性、財産の状況等に止まらず取

締役の業務全般について監査を行なっています。また、監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密

な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の

監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっていま

す。 

会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査を加えた三様監査を実施した上

で、情報交換等を通じて問題点を共有化する等、緊密な連携を図り、透明性の高い公正な監査を実施できる体制づ

くりに努めています。 

なお、当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおり

です。 

  

  

(4) 監査報酬の内容 

① 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 29百万円 

② 上記以外の報酬はありません。 

業務を執行した公認会計士の氏名 継続監査年数 

指定社員 業務執行社員 中島 祐二 12年

指定社員 業務執行社員 櫻井 紀彰 ４年

監査業務にかかる補助者の構成 

公認会計士 ５名  会計士補 17名  その他 １名 



(5) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

当社は、社外取締役は選任していません。社外監査役は３名選任しており、遠藤時夫は当社の大株主である株式

会社ダイエーの出身者であり、上保康和は同社の管理本部副本部長を兼務しています。小野寺弘孝は同じく当社の

大株主である丸紅株式会社の食料経理部長を兼務していますが、いずれも社外監査役個人が特別な利害関係を有す

るものではありません。 

  

(6) 役員報酬の内容 

① 取締役及び監査役に支払った報酬 

(注) １ 上記の他、取締役９名に対して使用人給与相当額85百万円を支払っています。 

２ 当期中の退任取締役６名及び退任監査役２名に対する報酬を含んでいます。 

② 当期中の株主総会決議により支給した役員退職慰労金 

  

(7) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成18年２月期において取締役会19回、常務会11回、経営会議11回、監査役会７回、企業倫理会議２回を開催

し、内部監査は、店舗監査、センターの監査及び関係会社監査を実施致しました。 

さらに全社的な取り組みとして個人情報保護法の施行に伴い、プライバシーポリシーを公表するとともに社内規

定を制定し、当社で扱うお客様の個人情報をはじめ従業員の個人情報の管理を徹底しました。また、平成18年４月

施行の「公益通報者保護法」への対応として、社内通報制度である「マルエツホットライン」をグループ全体に拡

大して、運用しました。 

また、社内報をはじめとしコンプライアンスに対する啓発活動を行ない、従業員のコンプライアンスに対する意

識向上に努めてきました。 

グループ関連会社を含めた業務活動全般に関する監査については、これを専任する監査室が業務実施の妥当性、

法令の遵守状況等に係わる内部監査を通じて業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行なってきました。 

取締役 24名 171百万円(社外取締役はおりません) 

監査役 ６名 29百万円(内社外監査役 ３名 15百万円) 

取締役 ５名 101百万円 

監査役 ２名 10百万円 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて、作成しています。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで)及

び当連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の連結財務諸表並びに第53期事業年度(平成16年３月

１日から平成17年２月28日まで)及び第54期事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の財務諸表につい

ては、あずさ監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度

(平成17年２月28日現在) 
当連結会計年度 

(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  13,243 11,869  

２ 売掛金  1,313 1,261  

３ 有価証券 ※１  9 10  

４ たな卸資産  11,827 9,393  

５ 繰延税金資産  152 ―  

６ その他  9,234 6,086  

貸倒引当金  ― △48  

流動資産合計  35,780 25.4 28,572 21.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※１ 60,524 62,486    

減価償却累計額 33,285 27,239 32,017 30,468  

(2) 車両運搬具 18 17    

減価償却累計額 17 1 16 1  

(3) 器具備品 15,085 14,246    

減価償却累計額 12,892 2,193 11,956 2,289  

(4) 土地 ※１  23,802 24,440  

(5) 建設仮勘定  922 603  

有形固定資産合計  54,158 38.5 57,804 44.3

２ 無形固定資産  870 0.7 617 0.5

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 
※１ 
※２ 

 3,159 4,101  

(2) 長期貸付金  836 874  

(3) 差入保証金 ※１  39,253 36,550  

(4) 繰延税金資産  7,056 593  

(5) その他  579 1,663  

貸倒引当金  △1,078 △431  

投資その他の資産合計  49,807 35.4 43,351 33.3

固定資産合計  104,835 74.6 101,773 78.1

Ⅲ 繰延資産     

社債発行費  16 ―  

繰延資産合計  16 0.0 ― ―

資産合計  140,633 100.0 130,346 100.0

      



  

  
前連結会計年度

(平成17年２月28日現在) 
当連結会計年度 

(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  18,044 16,060  

２ 短期借入金 ※１  6,290 5,550  

３ １年内償還予定社債  ― 10,000  

４ １年内返済予定 
長期借入金 

※１  11,851 11,071  

５ コマーシャルペーパー  3,500 8,000  

６ 未払法人税等  371 604  

７ その他  7,968 7,192  

流動負債合計  48,025 34.1 58,477 44.9

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  10,000 ―  

２ 長期借入金 ※１  19,173 18,646  

３ 退職給付引当金  4,081 215  

４ 預り保証金  6,093 6,787  

５ 連結調整勘定  39 29  

６ その他 ※１  4,316 8,010  

固定負債合計  43,704 31.1 33,689 25.8

負債合計  91,730 65.2 92,167 70.7

(少数株主持分)     

少数株主持分  ― ― ― ―

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※３  37,549 26.7 37,549 28.8

Ⅱ 資本剰余金  35,788 25.5 17,938 13.8

Ⅲ 利益剰余金  △22,417 △15.9 △14,936 △11.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  481 0.3 51 0.0

Ⅴ 自己株式 ※４  △2,500 △1.8 △2,423 △1.8

資本合計  48,902 34.8 38,178 29.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 140,633 100.0 130,346 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  345,528 100.0 323,313 100.0

Ⅱ 売上原価  251,227 72.7 238,120 73.7

売上総利益  94,301 27.3 85,192 26.3

Ⅲ 営業収入     

１ 不動産収入 5,825 5,977    

２ その他の営業収入 594 6,419 1.9 500 6,478 2.1

営業総利益  100,721 29.2 91,670 28.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  97,991 28.4 92,714 28.7

営業利益  2,729 0.8 ― ―

営業損失  ― ― 1,043 △0.3

Ⅴ 営業外収益     

１ 受取利息 391 131    

２ 受取配当金 9 10    

３ 匿名組合投資利益 165 798    

４ 持分法投資利益 ― 182    

５ 雑収入 112 679 0.2 119 1,243 0.3

Ⅵ 営業外費用     

１ 支払利息 893 775    
２ コマーシャルペーパー 
利息 

20 16    

３ シンジケートローン 
  手数料 

― 258    

４ 社債発行費償却 16 16    

５ 雑損失 245 1,176 0.3 274 1,341 0.4

経常利益  2,232 0.7 ― ―

経常損失  ― ― 1,141 △0.4

Ⅶ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 3,648 1,102    

２ 閉鎖関連費用戻入益 ― 418    

３ 貸倒引当金戻入益 ― 202    

４ 固定資産売却益 ※２ 1,103 38    
５ 固定資産信託受益権 
  売却益 

※３ 2,571 ―    

６ その他 ※４ 29 7,352 2.1 111 1,873 0.6

Ⅷ 特別損失     

１ 減損損失 ※６ 19,060 1,676    

２ 店舗閉鎖費用 ※８ 3,696 740    

３ 役員退職慰労金 13 381    

４ 固定資産売却損 ※９ 471 111    

５ 貸倒引当金繰入額 671 72    

６ 退職給付費用 ※５ 1,274 ―    

７ 過年度賃料等 ※７ 662 ―    

８ 連結調整勘定一括償却 460 ―    

９ その他 ※10 1,079 27,390 7.9 185 3,166 1.0
税金等調整前 
当期純損失 

 17,805 △5.1 2,433 △0.8

法人税、住民税 
及び事業税 

388 287    

法人税等調整額 2,896 3,284 1.0 6,910 7,197 2.2

当期純損失  21,089 △6.1 9,631 △3.0
      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 35,776 35,788 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   自己株式処分差益 12 12 4 4 

Ⅲ 資本剰余金減少高   

 １ 利益剰余金への振替額 ― 17,111   

 ２ 配当金 ― ― 742 17,854 

Ⅳ 資本剰余金期末残高 35,788 17,938 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 155 △22,417 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   資本剰余金からの振替額 ― ― 17,111 17,111 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   当期純損失 21,089 9,631   

   配当金 1,482 22,572 ― 9,631 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △22,417 △14,936 

    



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △17,805 △2,433 

減価償却費  3,270 2,498 

減損損失  19,060 1,676 

退職給付引当金増減額  1,802 0 

前払年金費用の増減額  ― △962 

貸倒引当金増減額  846 △887 

受取利息及び受取配当金  △401 △142 

支払利息  893 775 

投資有価証券売却益  △3,648 △1,102 

固定資産売却損  471 111 

固定資産売却益  △1,103 △38 

固定資産除却損  2,473 196 

固定資産信託受益権売却益  △2,571 ― 

連結調整勘定一括償却  460 ― 

匿名組合投資利益  △111 △798 

売上債権の増減額  △77 51 

たな卸資産の増減額  297 2,434 

仕入債務の増減額  △930 237 

未払消費税等の増減額  △39 △385 

未払費用の増減額  1,155 △1,265 

預り保証金の増減額  △193 693 

その他  1,177 690 

小計  5,026 1,346 

利息及び配当金受取額  401 142 

利息支払額  △1,000 △782 

法人税等支払額  △575 △378 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,851 327 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △7,835 △9,580 

有形固定資産の売却による収入  4,429 2,488 

固定資産信託受益権売却による収入  5,385 ― 

無形固定資産の取得による支出  △405 △16 

投資有価証券の売却による収入  6,481 1,994 

投資有価証券の取得による支出  ― △1,647 

差入保証金の増加による支出  △1,663 △1,017 

差入保証金の減少による収入  2,687 4,213 

貸付けによる支出  △83 △129 

貸付金の回収による収入  60 141 

その他  ― 64 

投資活動によるキャッシュ・フロー  9,056 △3,489 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  990 △740 

長期借入金の調達による収入  6,000 11,000 

長期借入金の返済による支出  △5,729 △12,308 

社債の償還による支出  △10,200 ― 

コマーシャルペーパーの純増減額  3,500 4,500 

自己株式の取得による支出  △24 △17 

自己株式の処分による収入  262 98 

親会社による配当金の支払額  △1,483 △745 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △6,684 1,787 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  6,224 △1,373 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  7,019 13,243 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 13,243 11,869 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社はすべて連結しています。 

連結子会社の数  ７社 

連結子会社名は、有価証券報告書(「第１ 企業の

概況」４ 関係会社の状況)に記載しているため省略

しています。 

当連結会計年度中の増加 

該当事項はありません。 

当連結会計年度中の減少 

該当事項はありません。 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社はすべて連結しています。 

連結子会社の数  ７社 

連結子会社名は、有価証券報告書(「第１ 企業の

概況」４ 関係会社の状況)に記載しているため省略

しています。 

当連結会計年度中の増加 

該当事項はありません。 

当連結会計年度中の減少 

該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社数 １社 

 持分法を適用した会社名 

 ㈱日本流通未来教育センター 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の数  ２社 

  持分法を適用した関連会社名 

  ㈱東武ストア 

  ㈱日本流通未来教育センター 

  なお、㈱東武ストアについては、新株予約権を行

使したことにより、当連結会計年度から持分法適用

の関連会社に含めることとしています。 

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称 

  ㈱東武警備サポート 

  ㈱東武フーズ 

  持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か

らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除いていま

す。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致して

います。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

左に同じ 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法） 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類

する組合への出資(証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの)について

は、組合契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

左に同じ 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 左に同じ 

  

  

時価のないもの 

 左に同じ 

② たな卸資産 

ａ 商品 

店舗在庫商品は売価還元法による原価法 

加工センター等の在庫商品は、最終仕入原価

法による原価法 

ｂ 貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

  

② たな卸資産 

ａ 商品 

左に同じ 

  

  

ｂ 貯蔵品 

左に同じ 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物(建物附属設備含む)及び構築物は定額法、

それ以外の有形固定資産については定率法を採用

しています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

  建物及び構築物  15年～39年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

左に同じ 

② 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっています。 

  

② 無形固定資産 

左に同じ 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基づき、３年間に毎期均

等額を償却しています。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

左に同じ 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売掛金、貸付金、未収入金等の金銭債権の貸倒

れに備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しています。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

左に同じ 



  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しています。 

なお、会計基準変更時差異(4,796百万円)につ

いては、15年による按分額を費用処理していま

す。 

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額を発生した期から費用処

理し、数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額を発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしています。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しています。 

なお、会計基準変更時差異(4,796百万円)につ

いては、15年による按分額を費用処理していま

す。 

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額を発生した期から費用処

理し、数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額を発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしています。 

 (追加情報) 

確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年２月28

日に退職金制度のうち適格退職年金制度の一部に

ついて、確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基

準委員会 平成14年１月31日 企業会計基準適用

指針第１号)を適用しております。なお、これに

より税金等調整前当期純損失が、1,274百万円増

加しております。 

  

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっています。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

左に同じ 

  

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしていますので、特例処理を採用しています。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

金利スワップ 借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

③ ヘッジの方針 

借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リ

スクを回避する目的で行なっています。 

③ ヘッジの方針 

左に同じ 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用していますので、ヘッジの有効

性の判定は、省略しています。 

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

  

(7) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採

用しています。 

  

(7) 消費税等の会計処理 

左に同じ 

  



  

  

(会計処理の変更) 
  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっ

ています。 

  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

左に同じ 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、７年間で均等償却しています。 

  

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

左に同じ 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ています。 

  

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

左に同じ 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する短期投資からなっています。 

  

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

左に同じ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号)が平成17年２

月28日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から

適用できることになったことに伴い、当連結会計年度か

ら同基準及び同適用指針を適用しています。これにより

税金等調整前当期純損失が19,060百万円増加しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

――――――



(表示方法の変更) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(連結貸借対照表) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となったこと及び「金融商品会計に関す

る実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度から

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

(証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされる

もの)を投資その他の資産の「その他」として表示する

方法から「投資有価証券」として表示する方法に変更い

たしました。なお、当連結会計年度の「投資有価証券」

に含まれる当該出資の額は669百万円であります。 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度まで営業外収益「雑収入」に含めて表

示しておりました「持分法投資利益」については、当連

結会計年度に営業外収益の100分の10を超えたため、当

連結会計年度より区分掲記することといたしました。 

なお、前連結会計年度の「雑収入」に含まれる「持分

法投資利益」は、５百万円です。 

また前連結会計年度まで営業外費用「雑損失」に含め

て表示しておりました「シンジケートローン手数料」に

ついては、当連結会計年度に営業外費用の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。 

なお、前連結会計年度の「雑損失」に含まれる「シン

ジケートローン手数料」は、61百万円です。 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度まで特別損失「その他」に含めて表示

しておりました「店舗閉鎖費用」については、当連結会

計年度において特別損失の総額の100分の10を超えたた

め、当連結会計年度より区分掲記することといたしまし

た。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「店舗

閉鎖費用」は、119百万円であります。 

また、前連結会計年度まで特別損失「固定資産除却

損」として表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて特別損失の総額の100分の10に満たないため、当連

結会計年度より「店舗閉鎖費用」に含めて表示しており

ます。 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「未払費用

の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度に

おいて区分掲記することに変更しました。 

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「未払費用の増

減額」は、△327百万円であります。 

  



(追加情報) 
  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

―――――― １ 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年３月31日公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に353百万円計上しています。 

２ 平成17年５月26日開催の第53回定時株主総会終結の

時をもって役員退職慰労金制度(規定を含む)を廃止

し、それに伴い在任中の取締役及び監査役に対して平

成17年５月26日までの慰労金として、従来の制度に基

づいた金額を当該取締役及び監査役の退任時に支給す

る旨を決議いたしました。その結果、当該支給予定額

259百万円を「役員退職慰労金」として未払計上して

います。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年２月28日現在) 

当連結会計年度
(平成18年２月28日現在) 

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

  

同上に対する債務額 

上記のほか、宅地建物取引業法に基づき、有価証

券９百万円、投資有価証券10百万円を供託していま

す。 

  

建物及び構築物 4,136百万円

土地 11,083 〃 

差入保証金 291 〃 

計 15,511百万円

短期借入金 190百万円

１年内返済予定長期借入金 1,125 〃 

長期借入金 7,731 〃 

その他(固定負債) 767 〃 

計 9,814百万円

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

  

同上に対する債務額 

上記のほか、宅地建物取引業法に基づき、投資有

価証券19百万円を供託しています。 

  

建物及び構築物 3,872百万円 

土地 10,907 〃 

計 14,780百万円 

短期借入金 600百万円 

１年内返済予定長期借入金 804 〃 

長期借入金 6,371 〃 

その他(固定負債) 767 〃 

計 8,542百万円 

※２ 関連会社に対するものは次のとおりです。 

  

投資有価証券(株式) 109百万円

※２ 関連会社に対するものは次のとおりです。 

  

投資有価証券(株式) 2,648百万円 

※３  提出会社の発行済株式総数は普通株式

128,894,833株です。 

  

※３  提出会社の発行済株式総数は普通株式

128,894,833株です。 

  

※４ 連結会社、関連会社が保有する連結財務諸表提出

会社の株式の数は普通株式5,090,767株です。 

  

※４ 連結会社、関連会社が保有する連結財務諸表提出

会社の株式の数は普通株式4,933,912株です。 

  

 (偶発債務) 

 ①  提出会社の店舗の賃貸人である入三商事㈱によ

り、賃貸借契約に基づく賃料差額及び遅延損害金２

億14百万円の支払いを求める訴訟を提起され、現在

係争中であります。 

 (偶発債務) 

 ①          左に同じ 

 ②         ――――――  ②  提出会社の店舗の賃借人である㈱イマックスから

適正賃料にかかる確認訴訟を提訴され、当社も反訴

して係争中でありましたが、平成18年５月23日に東

京地方裁判所より判決が下っています。この判決に

基づく期末日までの未払賃料は２億90百万円であ

り、借地借家法第32条第２項に基づく利息は１億57

百万円でありますが、当社は、控訴予定でありま

す。 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。 

給料及び手当 45,580百万円

退職給付費用 1,818 〃

水道光熱費 7,003 〃

減価償却費 3,270 〃

賃借料 20,377 〃

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。 

給料及び手当 42,817百万円

退職給付費用 1,606 〃 

水道光熱費 6,499 〃 

減価償却費 2,498 〃 

賃借料 19,274 〃 

※２ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりです。 
店舗施設等の譲渡 
(１店舗及び１物件) 

1,103百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりです。 
店舗施設等の譲渡
(１物件) 

38百万円

※３ 固定資産信託受益権売却益は中山店、西谷店、大

成店、上沼田館、蕨店、糀谷館、蕨分室の土地、建

物を信託受益権化し、これを売却したことによるも

のです。 

※３        ―――――― 

※４        ―――――― 
  

※４ その他の特別利益は、償却債権取立益等です。 

※５ 退職金制度のうち適格退職年金制度の一部につい

て、確定拠出年金制度へ移行したことによるもので

す。 

※５        ―――――― 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※６ 当連結会計年度におきまして、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 
(単位 百万円) 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基本単位として、また賃貸資

産等については物件単位毎にグルーピングしており

ます。 

 店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じ

る損益が継続してマイナスである店舗における資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、ま

た遊休資産については、市場価格が帳簿価額より著

しく下落している資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(19,060

百万円)として特別損失に計上いたしました。な

お、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

または使用価値により測定しております。正味売却

価額は、不動産については不動産鑑定評価基準また

はそれに準ずる方法により、その他の固定資産につ

いては、取引事例等を勘案した合理的な見積りによ

り算定しております。また、使用価値は、将来キャ

ッシュ・フローを5.0％で割引いて算定しておりま

す。 

  

用途 種類 場所 減損損失 

店舗 

建物 

及び構築物 

器具備品 

土地 

リース資産 

東京都 4,413 

埼玉県 2,140 

神奈川県 1,944 

千葉県他 3,630 

遊休資産・ 

賃貸資産 

建物 

及び構築物 

土地等 

千葉県他 6,931 

(内訳) 

建物及び構築物 7,613百万円

器具備品 981 〃

土地 6,996 〃

リース資産 3,469 〃

計 19,060百万円

※６ 当連結会計年度におきまして、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 
(単位 百万円) 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基本単位として、また賃貸資

産等については物件単位毎にグルーピングしており

ます。 

 店舗については、営業活動から生じる損益が継続

してマイナスである店舗における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(1,676百万円)として特別損失に計上いたし

ました。なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産については不動産鑑定

評価基準またはそれに準ずる方法により、その他の

固定資産については、取引事例等を勘案した合理的

な見積りにより算定しております。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて算

定しております。 

  

用途 種類 場所 減損損失 

店舗 

建物 

及び構築物 

器具備品 

土地 

リース資産 

千葉県 695 

東京都 434 

埼玉県 400 

神奈川県他 146 

(内訳)  

建物及び構築物 592百万円

器具備品 189 〃 

土地 293 〃 

リース資産 601 〃 

計 1,676百万円

※７ 当連結会計年度におきまして、提出会社の店舗賃

貸人は賃貸借契約の増額特約に基づく賃料増額を求

める訴訟を提起し、東京高等裁判所控訴審判決によ

り提出会社に賃料差額及び遅延損害金２億24百万円

の支払いが命じられ、最高裁判所は、平成16年６月

８日に上告審を受理しないことを決定しました。 

   これに伴い当該支払額２億24百万円及び最高裁決

定を踏まえた過年度分賃借料差額等４億38百万円を

「過年度賃借料等」として処理しています。 

  

※７        ―――――― 



  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※８ 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖及び来期に閉鎖予定の

店舗に係る費用であり、その内訳は以下の通りであ

ります。 

  

閉鎖予定店に係る固定資産除却損 2,044百万円

閉鎖店に係る固定資産除却損 436 〃

原状回復費用 416 〃

賃貸借契約解約に係る違約金 210 〃

リース契約解約に係る違約金 183 〃

割増退職金 176 〃

商品処分損 71 〃

その他店舗閉鎖に係る費用 156 〃

計 3,696百万円

※８ 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖及び来期に閉鎖予定の

店舗に係る費用であり、その内容は以下の通りであ

ります。 

  

原状回復費用 240百万円

商品処分損 228 〃 

割増退職金 112 〃 

閉鎖店に係る固定資産除却損 52 〃 

その他店舗閉鎖に係る費用 105 〃 

計 740百万円

※９ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりです。 

  

店舗施設等の譲渡 
(７店舗及び１物件) 

471百万円

※９ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりです。 

  

店舗施設等の譲渡
(17店舗及び２物件) 

111百万円

※10 その他の特別損失は、商品評価損、ゴルフ会員権

評価損等です。 

  

※10 その他の特別損失は、過年度閉鎖店舗に係る原状

回復費用等です。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額は、いずれも13,243百

万円で一致しています。 

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額は、いずれも11,869百

万円で一致しています。 

  



(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  
建物及び 
構築物 
(百万円) 

器具備品 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

取得価額 
相当額 

1,027 16,818 17,846

減価償却 
累計額相当額 

333 9,857 10,191

減損損失 
累計額相当額 

693 2,776 3,469

期末残高 
相当額 

― 4,184 4,184

  

建物及び
構築物 
(百万円) 

器具備品 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

取得価額
相当額 

1,027 14,072 15,099 

減価償却
累計額相当額

333 6,017 6,351 

減損損失
累計額相当額

693 3,271 3,964 

期末残高
相当額 

― 4,782 4,782 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高 

  

  

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 2,533百万円

１年超 5,342 〃 

計 7,876百万円

リース資産減損勘定の残高 3,469百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高 

  

  

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 2,606百万円

１年超 5,627 〃 

計 8,233百万円

リース資産減損勘定の残高 3,196百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  

支払リース料 3,301百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ― 〃 

減価償却費相当額 3,009 〃 

支払利息相当額 201 〃 

減損損失 3,469 〃 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  

支払リース料 3,094百万円

リース資産減損勘定の取崩額 874 〃 

減価償却費相当額 2,003 〃 

支払利息相当額 173 〃 

減損損失 601 〃 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっています。 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっています。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

  左に同じ 

  

・利息相当額の算定方法 

  左に同じ 

  

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 1,588百万円

１年超 16,115 〃 

計 17,704百万円

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 1,538百万円

１年超 14,572 〃 

計 16,110百万円



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年２月28日現在) 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年２月28日現在) 

  

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

  

  

区分 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

連結決算日における時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの 

10 10 0

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの 

9 9 △0

合計 20 20 0

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

 

① 株式 1,278 1,828 550

② 債券 ― ― ―

③ その他 192 467 274

小計 1,470 2,295 825

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

 

① 株式 71 57 △13

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 71 57 △13

合計 1,541 2,353 811

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

6,481 3,648 ―



４ 時価評価されていない有価証券(平成17年２月28日現在) 

  

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

(平成17年２月28日現在) 

  

  

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) その他有価証券   

① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 18 

② 匿名組合出資金 669 

合計 687 

(2) 子会社及び関連会社株式   

関連会社株式 109 

合計 109 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

① 債券    

国債・地方債等 9 10 ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

② その他 ― ― ― ―

合計 9 10 ― ―



当連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年２月28日現在) 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年２月28日現在) 

  

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

  

区分 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

連結決算日における時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの 

10 10 0

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの 

19 18 △0

合計 29 28 △0

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

 

① 株式 1 5 4

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 1 5 4

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

 

① 株式 3 2 △0

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 3 2 △0

合計 4 7 3

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

1,994 1,102 ―



４ 時価評価されていない有価証券(平成18年２月28日現在) 

  

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

(平成18年２月28日現在) 

  

  

前へ   次へ 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) その他有価証券   

① 非上場株式 13 

② 匿名組合出資金 1,412 

合計 1,425 

(2) 子会社及び関連会社株式   

関連会社株式 2,648 

合計 2,648 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

① 債券    

国債・地方債等 10 10 10 ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

② その他 ― ― ― ―

合計 10 10 10 ―



(デリバティブ取引関係) 

  

  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 取引の状況に関する事項 １ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

 当社グループは、変動金利払いの一部の長期借入

金については、長期資金の借入時に金利スワップ取

引を行なっています。 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

 左に同じ 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の要件を満た

していますので、特例処理を採用しています。 

① ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

③ ヘッジ方針 

 借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リ

スクを回避する目的で行なっています。 

③ ヘッジ方針 

左に同じ 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップ取引においては、取引すべてにつ

いてヘッジに高い有効性が明らかに認められるた

め、有効性の判定を省略しています。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

左に同じ 

(2) 取組方針及び取引に係るリスクの内容 

 当社グループは、金利関連のデリバティブ取引

は、変動金利を固定金利に固定するもので、市場金

利の変動リスクを回避するのが目的です。 

 金利関連のデリバティブ取引については、投機目

的の取引及びレバレッジ効果の高い取引は行なわな

い方針です。 

 なお、このデリバティブの契約先は信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行による

リスクはほとんどないと認識しています。 

(2) 取組方針及び取引に係るリスクの内容 

 左に同じ 

(3) 取引に係るリスク管理体制 

 金利関連のデリバティブ取引は、社内規程に基づ

き、財務部で実行・管理しています。 

  

(3) 取引に係るリスク管理体制 

 左に同じ 

２ 取引の時価等に関する事項 

 当社グループが行なっているデリバティブ取引は、

すべてヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から

除いています。 

２ 取引の時価等に関する事項 

 左に同じ 

  



(退職給付関係) 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 
１ 採用している退職給付制度の概要 
提出会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を、連結子会社は、一部連結子会社を除き、退職一時金
制度と適格年金制度を設けています。また、平成17年２月に当社の適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移
行しております。 
この他、提出会社は、総合設立型厚生年金基金制度に加入しています。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 
  

(注) １ 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。 
２ 上記年金資産以外に総合設立型厚生年金基金制度における年金資産13,233百万円があります。 
３ 適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行したことに伴う影響額は次の通りです。 

  

  

３ 退職給付費用に関する事項 
  

(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しています。 
２ 上記退職給付費用以外に総合設立型厚生年金基金掛金拠出額618百万円を販売費及び一般管理費として処理しています。 

  

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 
  

項目 金額(百万円)

① 退職給付債務 △13,297 

② 年金資産 4,598 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △8,699 

④ 会計基準変更時差異の未処理額 3,517 

⑤ 未認識過去勤務債務 △924 

⑥ 未認識数理計算上の差異 2,025 

⑦ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) △4,081 

⑧ 前払年金費用 ― 

⑨ 退職給付引当金(⑦－⑧) △4,081 

退職給付債務の減少 △5,545百万円

年金資産の移換 4,860 〃

会計基準変更時差異 1,487 〃

未認識過去勤務債務 △396 〃

未認識数理計算上の差異 867 〃

退職給付引当金の増加 1,274百万円

項目 金額(百万円)

① 勤務費用 1,042 

② 利息費用 448 

③ 期待運用収益 △374 

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 455 

⑤ 未認識数理計算上の差異の費用処理額 423 

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 △176 

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 1,818 

⑧ 確定拠出年金制度への移行に伴う損益 1,274 

  合計(⑦＋⑧) 3,092 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.5％

③ 期待運用収益率 4.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年



当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 
１ 採用している退職給付制度の概要 
提出会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を、連結子会社は、一部連結子会社を除き、退職一時金
制度と適格年金制度を設けています。また、平成17年２月に当社の適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移
行しております。 
この他、提出会社は、総合設立型厚生年金基金制度に加入しています。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 
  

(注) １ 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。 
２ 上記年金資産以外に総合設立型厚生年金基金制度における年金資産17,662百万円があります。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 
  

(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しています。 
２ 上記退職給付費用以外に総合設立型厚生年金基金掛金拠出額1,177百万円を販売費及び一般管理費として処理していま
す。 

  

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 
  

  

項目 金額(百万円)

① 退職給付債務 △14,316 

② 年金資産 11,910 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,406 

④ 会計基準変更時差異の未処理額 3,197 

⑤ 未認識過去勤務債務 △792 

⑥ 未認識数理計算上の差異 747 

⑦ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) 746 

⑧ 前払年金費用 962 

⑨ 退職給付引当金(⑦－⑧) △215 

項目 金額(百万円)

① 勤務費用 815 

② 利息費用 323 

③ 期待運用収益 △421 

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 319 

⑤ 未認識数理計算上の差異の費用処理額 276 

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 △132 

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 1,181 

⑧ 確定拠出年金制度への掛金等 425 

  合計(⑦＋⑧) 1,606 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 4.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年



(税効果会計関係) 

  

  

前へ     

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(1) 流動資産 

  

(繰延税金資産) 

未払事業所税否認 105百万円

繰越欠損金 40 〃

その他 58 〃

繰延税金資産小計 204 〃

評価性引当額 △51 〃

繰延税金資産合計 152百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(1) 流動資産 

  

(繰延税金資産)  

未払事業所税否認 239百万円

その他 72 〃 

繰延税金資産小計 311 〃 

評価性引当額 △311 〃 

繰延税金資産合計 ―百万円

(2) 投資その他の資産 

(繰延税金資産) 

減損損失否認 7,732百万円

繰越欠損金 4,875 〃

退職給付引当金超過額 1,564 〃

店舗閉鎖費用 1,515 〃

未実現固定資産売却益 818 〃

投資有価証券評価損否認 265 〃

ゴルフ会員権評価損 185 〃

その他 397 〃

繰延税金資産小計 17,356百万円

評価性引当額 △9,624 〃

繰延税金資産合計 7,731百万円

(2) 投資その他の資産 

  

(繰延税金資産)  

減損損失否認 7,683百万円

繰越欠損金 7,604 〃 

退職給付引当金超過額 1,729 〃 

未実現固定資産売却益 820 〃 

ゴルフ会員権評価損 182 〃 

店舗閉鎖費用 138 〃 

その他 336 〃 

繰延税金資産小計 18,495百万円

評価性引当額 △17,674 〃 

繰延税金資産合計 820百万円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △329百万円

固定資産評価益 △345百万円

繰延税金負債合計 △674百万円

繰延税金資産の純額 7,056百万円

  

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △35百万円

固定資産評価益 △191百万円

繰延税金負債合計 △227百万円

繰延税金資産の純額 593百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため

記載を省略しています。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため

記載を省略しています。 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度において、「小売事業」の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合

計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

(注) １ 事業の区分の方法 

  事業区分は事業内容を勘案の上決定しております。 

２ 各事業区分の主要な内容 

・ 小売事業…………………スーパーマーケット等の事業であります。 

・ 不動産事業………………店舗開発、運営、管理及び不動産賃貸事業であります。 

・ その他の事業……………スポーツ機器の販売、事務処理の受託業務、商品開発等であります。 

３ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産はありません。 

５ 従来、事業の種類別セグメント情報について、全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメント資産の金額の合計

額に占める小売事業の割合が、いずれも90％を超えていたため、記載を省略しておりましたが、当連結会計年度において

不動産事業の重要性が増したため、当連結会計年度から開示しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店

がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
小売事業 
(百万円) 

不動産事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去または 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び 
  営業損益 

    

営業収益     

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

325,217 2,857 1,716 329,791 ― 329,791

(2) セグメント間の内部 
営業収益または振替高 

179 875 406 1,461 (1,461) ―

計 325,397 3,732 2,123 331,253 (1,461) 329,791

営業費用 326,481 3,762 2,053 332,297 (1,461) 330,835

営業利益または営業損失 
(△) 

△1,083 △29 69 △1,043 ― △1,043

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
  損失及び資本的支出 

    

資産 108,543 21,303 499 130,346 ― 130,346

減価償却費 2,170 326 1 2,498 ― 2,498

減損損失 1,676 ― ― 1,676 ― 1,676

資本的支出 8,175 3,461 2 11,639 ― 11,639



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) １ 取引金額には消費税等は含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しています。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 商品等の仕入については市場の実勢価格を参考にして、その都度交渉の上決定しています。 

(2) 業務委託については、一般取引先と同様、取引実勢等を勘案して、交渉の上決定しています。 

  

当連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) １ 取引金額には消費税等は含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しています。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

商品等の仕入については市場の実勢価格を参考にして、その都度交渉の上決定しています。 

  

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社 

㈱ダイエ
ー 

神戸市 
中央区 119,510 小売業 

(被所有)
直接 37.8 
間接  0.1 

―

商品等の
仕入 

商品等の
仕入 177,449 買掛金 11,842

業務委託 業務委託 2,157 未払金 3

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社 

㈱ダイエ
ー 

神戸市 
中央区 56,517 小売業 

(被所有)
直接 37.7 
間接  0.1 

兼任２人
商品等の
仕入 

商品等の
仕入 151,331 買掛金 9,904



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 395.00円 １株当たり純資産額 307.99円

１株当たり当期純損失 170.58円 １株当たり当期純損失 77.79円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載していません。 

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

連結損益計算書上の当期純損失 (百万円) 21,089 9,631

普通株式に係る当期純損失 (百万円) 21,089 9,631

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)  

利益処分による役員賞与金 ― ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 123,634 123,822

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

― ―

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

 

新株予約権 ― ―

普通株式増加数(千株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数4,125個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数630個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数3,860個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数597個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 



(重要な後発事象) 

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(役員退職慰労金制度の廃止) 

平成17年４月13日開催の取締役会において、提出会社

の取締役及び監査役の報酬制度について各人の役割と責

任を明確にしたうえで、より一層の成果主義を反映した

ものとするため、平成17年５月26日開催の第53回定時株

主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度(規程を

含む)を廃止することを決議いたしました。 

なお、従来の役員退職慰労金規定に基づく役員退職慰

労金制度廃止日(同株主総会終結時)までの在任期間に応

じた役員退職慰労金については、取締役及び監査役の退

任時に支給を行うことを決議いたしました。 

――――― 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。 

２ 連結決算日後、５年間の償還予定額は以下のとおりです。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

提出会社 
第４回 
無担保普通社債 

平成15年 
９月11日 

10,000
10,000
(10,000)

1.8 なし 
平成18年
９月11日 

合計 ― ― 10,000
10,000
(10,000)

― ― ― 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

10,000 ― ― ― ―

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 6,290 5,550 1.43 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 11,851 11,071 1.79 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

19,173 18,646 1.53
平成19年３月30日～
平成29年８月28日 

その他の有利子負債 
コマーシャルペーパー(１年内返
済) 

3,500 8,000 0.39 ― 

合計 40,815 43,267 ― ― 

  
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 3,972 972 872 10,772



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
第53期

(平成17年２月28日現在) 
第54期 

(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  11,237 9,613  

２ 売掛金 ※４  2,587 3,127  

３ 有価証券 ※１  9 ―  

４ 商品  10,497 8,450  

５ 貯蔵品  29 25  

６ 前払費用  1,520 1,442  

７ 繰延税金資産  152 ―  

８ 未収入金  4,867 2,439  

９ その他  2,292 1,830  

流動資産合計  33,194 24.2 26,929 21.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

 (1) 建物 ※１ 49,954 50,002    

 減価償却累計額 28,286 21,667 27,127 22,875  

 (2) 構築物 3,663 3,544    

 減価償却累計額 2,860 802 2,645 898  

 (3) 車両運搬具 17 17    

 減価償却累計額 15 1 16 1  

 (4) 器具備品 14,118 13,411    

 減価償却累計額 12,174 1,944 11,337 2,073  

 (5) 土地 ※１  19,096 20,098  

 (6) 建設仮勘定  922 511  

有形固定資産合計  44,434 32.4 46,458 36.5

      



  

  

  
第53期

(平成17年２月28日現在) 
第54期 

(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

２ 無形固定資産     

 (1) 借地権  20 20  

 (2) 商標権  12 10  

 (3) その他  721 511  

無形固定資産合計  754 0.5 542 0.4

３ 投資その他の資産     

 (1) 投資有価証券 ※１  2,890 996  

 (2) 関係会社株式  2,132 5,366  

 (3) 出資金  9 9  

 (4) 従業員長期貸付金  695 672  

 (5) 関係会社長期貸付金  10,119 10,472  

 (6) 長期前払費用  92 971  

 (7) 差入保証金 ※４  38,468 36,496  

 (8) 繰延税金資産  6,583 ―  

 (9) その他  447 691  

貸倒引当金  △2,618 △2,430  

投資その他の資産合計  58,821 42.9 53,246 41.9

固定資産合計  104,009 75.8 100,247 78.8

Ⅲ 繰延資産     

社債発行費  16 ―  

繰延資産合計  16 0.0 ― 0.0

資産合計  137,220 100.0 127,176 100.0

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金 ※４  16,536 15,126  

２ 短期借入金  4,150 4,150  

３ １年内償還予定社債  ― 10,000  

４ １年内返済予定 
長期借入金 

※１  11,334 8,882  

５ コマーシャルペーパー  3,500 8,000  

６ 未払金  752 1,352  



  

  
第53期

(平成17年２月28日現在) 
第54期 

(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

７ 未払法人税等  336 567  

８ 未払消費税等  496 106  

９ 未払費用  4,845 3,850  

10 預り金  631 694  

11 前受収益  337 340  

12 その他  240 197  

流動負債合計  43,160 31.5 53,268 41.9

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  10,000 ―  

２ 長期借入金 ※１  16,453 17,571  

３ 長期未払金 ※１  ― 4,814  

４ 退職給付引当金  3,866 ―  

５ 預り保証金  5,515 5,615  

６ リース資産減損勘定  3,250 3,074  

７ 繰延税金負債  ― 1  

８ その他 ※１  767 ―  

固定負債合計  39,851 29.0 31,077 24.4

負債合計  83,012 60.5 84,345 66.3

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  37,549 27.4 37,549 29.5

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  9,776 9,776  

２ その他資本剰余金     

 (1) 資本準備金減少差益 26,000 8,145    

 (2) 自己株式処分差益 12 26,012 16 8,162  

資本剰余金合計  35,788 26.1 17,938 14.1

Ⅲ 利益剰余金     

１ 任意積立金     

 (1) 別途積立金 1,079 1,079 ― ―  

２ 当期未処理損失  18,191 10,234  

利益剰余金合計  △17,111 △12.5 △10,234 △8.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  482 0.3 2 0.0

Ⅴ 自己株式 ※３  △2,500 △1.8 △2,423 △1.9

資本合計  54,208 39.5 42,831 33.7

負債・資本合計  137,220 100.0 127,176 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
第53期

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    

１ 売上高  316,647 100.0 301,620 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 商品期首たな卸高 10,709 10,497   

２ 当期商品仕入高 ※６ 235,137 224,923   

合計 245,847 235,420   

３ 他勘定振替高 ※１ 335 ―   

４ 商品期末たな卸高 10,497 235,014 74.2 8,450 226,970 75.2

売上総利益  81,632 25.8 74,650 24.8

Ⅲ 営業収入    

１ 不動産収入 5,488 5,547   

２ その他の営業収入 532 6,021 1.9 491 6,039 2.0

営業総利益  87,653 27.7 80,690 26.8

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※２  85,089 26.9 82,243 27.3

営業利益  2,564 0.8 ― ―

営業損失  ― ― 1,553 △0.5

Ⅴ 営業外収益    

１ 受取利息 ※６ 588 349   

２ 受取配当金 9 10   

３ 匿名組合投資利益 137 487   

４ 雑収入 75 809 0.2 100 946 0.3

Ⅵ 営業外費用    

１ 支払利息 541 510   

２ コマーシャルペーパー 
利息 

20 16   

３ 社債利息 221 180   

４ 社債発行費償却 16 16   

５ シンジケートローン 
  手数料 

― 258   

６ 固定資産除却損 68 95   

７ 雑損失 176 1,045 0.3 158 1,235 0.4

経常利益  2,328 0.7 ― ―

経常損失  ― ― 1,842 △0.6



  

  

  
第53期

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅶ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益 3,648 1,102   

２ 固定資産売却益 
※４ 
※６ 

2,512 ―   

３ 閉鎖関連費用戻入益 ― 418   

４ 貸倒引当金戻入益 ― 202   

５ 固定資産信託受益権 
売却益 

※３ 1,415 ―   

６ その他 ― 7,575 2.4 24 1,747 0.6

Ⅷ 特別損失    

１ 減損損失 ※７ 17,188 1,561   

２ 貸倒引当金繰入額 2,211 484   

３ 役員退職慰労金 11 371   

４ 店舗閉鎖費用 ※９ 3,203 341   

５ 関係会社株式評価損 3,903 ―   

６ 退職給付費用 ※５ 1,274 ―   

７ 過年度賃料等 ※８ 662 ―   

８ その他 ※10 1,069 29,524 9.3 64 2,823 1.0

税引前当期純損失  19,620 △6.2 2,917 △1.0

法人税、住民税 
及び事業税 

330 251   

法人税等調整額 1,998 2,328 0.7 7,065 7,317 2.4

当期純損失  21,949 △6.9 10,234 △3.4

前期繰越利益  4,500 ― 

中間配当額  742 ― 

当期未処理損失  18,191 10,234 

     



③ 【利益処分計算書又は損失処理計算書】 

利益処分計算書 

  

(注) 第53期は平成16年11月15日に総額742百万円の中間配当を実施しました。 

  

損失処理計算書 

  

  

  
第53期

株主総会承認日 
(平成17年５月26日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(当期未処理損失の処理) 

当期未処理損失 18,191

任意積立金取崩額 

別途積立金取崩額 1,079

その他資本剰余金 
からの振替額 

17,111 18,191

次期繰越損失 ―

(その他資本剰余金の処分) 

その他資本剰余金 26,012

その他資本剰余金処分額 

当期未処理損失への振替額 17,111

配当金 742 17,854

その他資本剰余金次期繰越額 8,157

  

  
第54期

株主総会承認日 
(平成18年５月25日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(当期未処理損失の処理) 

当期未処理損失 10,234

任意積立金取崩額 

その他資本剰余金 
からの振替額 

8,162 8,162

次期繰越損失 2,072

(その他資本剰余金の処分) 

その他資本剰余金 8,162

その他資本剰余金処分額 

当期未処理損失への振替額 8,162 8,162

その他資本剰余金次期繰越額 ―

  



重要な会計方針 

  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

左に同じ 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ 

(3) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資(証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの)については、組

合契約に規定される決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。 

  

(3) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

左に同じ 

  

  

② 時価のないもの 

左に同じ 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 商品 

   店舗在庫商品は売価還元法による原価法 

   加工センター等の在庫商品は、最終仕入原価法に

よる原価法 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

左に同じ 

 (2) 貯蔵品 

   最終仕入原価法による原価法 

(2) 貯蔵品 

左に同じ 

  

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を含む)及び構築物は定額法、

それ以外の有形固定資産については定率法を採用し

ています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物  15年～39年 

  

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

左に同じ 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

っています。 

  

(2) 無形固定資産 

左に同じ 

４ 繰延資産の処理方法 

  社債発行費 

   商法施行規則の規定に基づき、３年間に毎期均等

額を償却しています。 

４ 繰延資産の処理方法 

  社債発行費 

   左に同じ 



  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

売掛金、貸付金、未収入金等の金銭債権の貸倒れ

に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上していま

す。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

左に同じ 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認められる額を計上して

います。 

なお、会計基準変更時差異(4,734百万円)につい

ては、15年による按分額を費用処理しています。 

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により按分した額を発生した期から費用処理し、

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額を発生の翌期から費用処理すること

としています。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認められる額を計上して

います。 

なお、会計基準変更時差異(4,734百万円)につい

ては、15年による按分額を費用処理しています。 

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により按分した額を発生した期から費用処理し、

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額を発生の翌期から費用処理すること

としています。 

  (追加情報) 

確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年２月28日

に退職金制度のうち適格退職年金制度の一部につい

て、確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」(企業会計基準委員会

平成14年１月31日 企業会計基準適用指針第１号)

を適用しております。なお、これにより税引前当期

純損失が、1,274百万円増加しております。 

  

６ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

  

６ リース取引の処理方法 

   左に同じ 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満た

していますので、特例処理を採用しています。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(3) ヘッジの方針 

借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リス

クを回避する目的で行なっています。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用していますので、ヘッジの有効性

の判定は、省略しています。 

  

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

金利スワップ 借入金の利息 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

  

(3) ヘッジの方針 

左に同じ 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

８ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用

しています。 

  

８ 消費税等の会計処理 

   左に同じ 

  



(会計処理の変更) 

  

  

(表示方法の変更) 

  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号)が平成17年２

月28日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、当期から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。これにより税引前当期純

損失が17,188百万円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

――――――

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(貸借対照表) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となったこと及び「金融商品会計に関す

る実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当期から投資事業有

限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの)を投資

その他の資産の「出資金」として表示する方法から「投

資有価証券」として表示する方法に変更いたしました。

なお、当期の「投資有価証券」に含まれる当該出資の額

は、521百万円であります。 

(貸借対照表) 

前事業年度まで、固定負債の「その他」に含めて表示

しておりました「長期未払金」については、当事業年度

において資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

することといたしました。 

なお、前事業年度の「その他」に含まれる「長期未払

金」の金額は767百万円です。 

(損益計算書) 

前会計期間まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示

しておりました「シンジケートローン手数料」について

は、当会計期間に営業外費用の100分の10を越えたた

め、区分掲記することといたしました。なお、前会計期

間の「雑損失」に含まれる「シンジケートローン手数

料」の金額は61百万円です。 

(損益計算書) 

前会計期間まで特別損失「固定資産除却損」として表

示しておりましたが、当会計期間において特別損失の総

額の100分の10に満たないため、当会計期間より「店舗

閉鎖費用」に含めて表示しております。 



(追加情報) 

  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

―――――― １ 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法

人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に312百万円計上しています。 

２ 平成17年５月26日開催の第53回定時株主総会終結の

時をもって役員退職慰労金制度(規定を含む)を廃止

し、それに伴い在任中の取締役及び監査役に対して平

成17年５月26日までの慰労金として、従来の制度に基

づいた金額を当該取締役及び監査役の退任時に支給す

る旨を決議いたしました。その結果、当該支給予定額

259百万円を「役員退職慰労金」として未払計上して

います。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 担保資産 
   債務の担保に供している資産 

   同上に対する債務額 

   上記のほか、宅地建物取引業法に基づき、有価証
券９百万円を供託しています。 

建物 3,086百万円
土地 10,193 〃 

計 13,280百万円

長期借入金 4,918百万円

一年内返済予定長期借入金 732 〃 
その他(固定負債) 767 〃 

計 6,417百万円

※１ 担保資産
   債務の担保に供している資産 

   同上に対する債務額 

   上記のほか、宅地建物取引業法に基づき、投資有
価証券９百万円を供託しています。 

建物 2,887百万円
土地 10,032 〃 

計 12,920百万円

長期借入金 4,346百万円

一年内返済予定長期借入金 572 〃 
長期未払金 767 〃 

計 5,685百万円

※２ 会社が発行する株式 普通株式 208,009,000株

   発行済株式総数 普通株式 128,894,833株

※２ 会社が発行する株式 普通株式 208,009,000株

  発行済株式総数 普通株式 128,894,833株

※３ 自己株式 普通株式  5,090,767株 ※３ 自己株式 普通株式   4,933,912株

※４ 関係会社に係る事項 
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は次のとおりです。 
売掛金 1,581百万円

差入保証金 2,536百万円

買掛金 11,842百万円

※４ 関係会社に係る事項
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は次のとおりです。 
売掛金 2,057百万円

差入保証金 2,828百万円

買掛金 10,398百万円

 ○偶発債務 
 ① 銀行借入に対する保証債務 

 ② 仕入取引に対する保証債務 

 ③  当社の店舗の賃貸人である入三商事㈱により、賃
貸借契約に基づく賃料差額及び遅延損害金２億14百
万円の支払いを求める訴訟を提起され、現在係争中
であります。 

 ④         ―――――― 
  

㈱マルエツ開発  

(関係会社) 1,950百万円

㈱ポロロッカ  

(関係会社) 27百万円

○偶発債務
 ① 銀行借入に対する保証債務 

 ② 仕入取引に対する保証債務 

 ③          左に同じ 
  
  
  
 ④  当社の店舗の賃借人である㈱イマックスから適正

賃料にかかる確認訴訟を提訴され、当社も反訴して
係争中でありましたが、平成18年５月23日に東京地
方裁判所より判決が下っています。この判決に基づ
く期末日までの未払賃料は２億90百万円であり、借
地借家法第32条第２項に基づく利息は１億57百万円
でありますが、当社は、控訴予定であります。 

㈱マルエツ開発  

(関係会社) 1,850百万円

㈱ポロロッカ  

(関係会社) 20百万円

 ○資本の欠損 
―――――― 

○資本の欠損
  資本の欠損の額は4,496百万円です。 

 ○配当制限 
  商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、482
百万円です。 
  

○配当制限
(1) 商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、２
百万円です。 
(2) 平成13年12月６日締結のシンジケートローン契約に
は、各年度の決算期及び中間期の末日において、連結
貸借対照表及び貸借対照表の資本の部の金額を、平成
17年２月期決算における資本の部の90％以上、かつ
44,000百万円以上の金額に維持すること、及び経常損
益が連結損益計算書、損益計算書ともに２期連続（中
間会計期間を除く）して損失にならないようにすると
いう財務制限条項が付されています。 
(3) 平成13年12月10日締結の金銭消費貸借契約には、各
年度の決算期及び中間期の末日において、連結貸借対
照表及び貸借対照表の資本の部の金額を、平成17年２
月期決算における資本の部の75％以上の金額に維持す
ること、及び経常損益が連結損益計算書、損益計算書
ともに２期連続（中間会計期間を除く）して損失にな
らないようにするという財務制限条項が付されていま
す。 



  

  

(損益計算書関係) 

  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

  (4) 平成17年３月29日締結のコミットメントライン契約
には、各年度の決算期及び中間期の末日において、連
結貸借対照表及び貸借対照表の資本の部の金額を、平
成17年２月期における資本の部の75％以上の金額に維
持すること、及び経常損益が連結損益計算書、損益計
算書ともに２期連続（中間会計期間を除く）して損失
にならないようにするという財務制限条項が付されて
います。 
(5) 平成17年８月15日締結のシンジケートローン契約に
は、各年度の決算期及び中間期の末日において、連結
貸借対照表及び貸借対照表の資本の部の金額を、前期
比75％以上、かつ連結貸借対照表で36,600百万円以
上、貸借対照表で40,600百万円以上の金額に維持する
こと、及び経常損益が連結損益計算書、損益計算書と
もに２期連続（中間会計期間を除く）して損失になら
ないようにするという財務制限条項が付されていま
す。 
(6) 平成15年９月11日発行の社債には、上記財務制限条
項を含む他の借入金債務について期限の利益を喪失し
ないようにするという財務制限条項が付されていま
す。 

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 他勘定振替の内訳 

   特別損失への振替は、商品評価損によるもので

す。 

特別損失 335百万円

※１        ―――――― 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は87％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

13％であります。 

   主要な費目及び金額は次のとおりです。 

給料及び手当 38,775百万円

退職給付費用 1,761 〃 

水道光熱費 6,110 〃 

減価償却費 2,687 〃 

賃借料 18,384 〃 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は83％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

17％であります。 

   主要な費目及び金額は次のとおりです。 

給料及び手当 37,156百万円

退職給付費用 1,544 〃 

水道光熱費 5,893 〃 

減価償却費 2,039 〃 

賃借料 17,872 〃 

※３ 固定資産信託受益権売却益は中山店、西谷店、大

成店、上沼田館の土地、建物を信託受益権化し、こ

れを売却したことによるものです。 

※３        ―――――― 

※４ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりです。 

店舗施設の譲渡(５店舗) 2,512百万円

※４        ―――――― 
  

※５ 退職金制度のうち適格退職年金制度の一部につい

て、確定拠出年金制度へ移行したことによるもので

す。 

※５        ―――――― 

  

  

※６ 関係会社に関する事項 

   関係会社との取引に係るものは次のとおりです。 

商品仕入高 177,449百万円

受取利息 207 〃 

固定資産売却益 2,482 〃 

※６ 関係会社に関する事項 

   関係会社との取引に係るものは次のとおりです。 

商品仕入高 158,524百万円

受取利息 222 〃 



  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※７ 当事業年度におきまして、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上いたしました。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として店舗を基本単位として、また賃貸資産等につ

いては物件単位毎にグルーピングしております。 

 店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じ

る損益が継続してマイナスである店舗における資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、ま

た遊休資産については、市場価格が帳簿価額より著

しく下落している資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(17,188

百万円)として特別損失に計上いたしました。な

お、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

または使用価値により測定しております。正味売却

価額は、不動産については不動産鑑定評価基準また

はそれに準ずる方法により、その他の固定資産につ

いては、取引事例等を勘案した合理的な見積りによ

り算定しております。また、使用価値は、将来キャ

ッシュ・フローを5.0％で割引いて算定しておりま

す。 

（内訳） 

用途 種類 場所 
減損損失 

(百万円) 

店舗 

建物 

構築物 

器具備品 

土地等 

リース資産 

東京都 3,672 

埼玉県 2,128 

神奈川県 1,633 

千葉県他 3,432 

遊休資産・ 

賃貸資産 

建物 

土地等 
千葉県他 6,322 

建物 6,025百万円

構築物 330 〃 

器具備品 815 〃 

土地 6,767 〃 

リース資産 3,250 〃 

計 17,188百万円

※７ 当事業年度におきまして、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上いたしました。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として店舗を基本単位として、また賃貸資産等につ

いては物件単位毎にグルーピングしております。 

 店舗については、営業活動から生じる損益が継続

してマイナスである店舗における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(1,561百万円)として特別損失に計上いたし

ました。なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産については不動産鑑定

評価基準またはそれに準ずる方法により、その他の

固定資産については、取引事例等を勘案した合理的

な見積りにより算定しております。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて算

定しております。 

（内訳） 

用途 種類 場所 
減損損失 

(百万円) 

店舗 

建物 

構築物 

器具備品 

土地 

リース資産 

千葉県 695 

埼玉県 397 

東京都 331 

神奈川県他 136 

建物 479百万円

構築物 51 〃 

器具備品 147 〃 

土地 293 〃 

リース資産 589 〃 

計 1,561百万円

※８ 当社の店舗賃貸人が賃貸借契約の増額特約に基づ

く賃料増額を求める訴訟を提起し、東京高等裁判所

控訴審判決により当社に賃料差額及び遅延損害金２

億24百万円の支払が命じられ、最高裁判所は平成16

年６月８日に上告審を受理しないことを決定しまし

た。 

   これに伴い、当該支払額２億24百万円及び最高裁

判所決定を踏まえた過年度分賃料差額等４億38百万

円を「過年度賃料等」として処理しています。 

※８        ―――――― 



  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※９ 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖及び来期に閉鎖予定の

店舗に係る費用であり、その内訳は以下の通りであ

ります。 

閉鎖予定店に係る固定資産除却損 2,044百万円

原状回復費用 398 〃

閉鎖店に係る固定資産除却損 276 〃

賃貸借契約解約に係る違約金 183 〃

リース契約解約に係る違約金 130 〃

割増退職金 104 〃

その他店舗閉鎖に係る費用 65 〃

計 3,203 〃

※９ 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖に係る費用であり、そ

の内訳は以下の通りであります。 

原状回復費用 228百万円

閉鎖店に係る固定資産除却損 52 〃 

その他店舗閉鎖に係る費用 60 〃 

計 341 〃 

※10 その他の特別損失は、商品評価損、ゴルフ会員権

評価損等です。 

※10 その他の特別損失は、過年度閉鎖店舗に係る原状

回復費用等です。 



(リース取引関係) 

  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
建物 
(百万円) 

構築物 
(百万円)

器具備品 
(百万円) 

計 
(百万円)

取得価額 
相当額 

956 70 15,727 16,754

減価償却 
累計額相当額 

310 22 9,301 9,635

減損損失 
累計額相当額 

645 47 2,556 3,250

期末残高 
相当額 

― ― 3,868 3,868

建物
(百万円)

構築物
(百万円)

器具備品 
(百万円) 

計 
(百万円) 

取得価額
相当額 

956 70 13,135 14,163 

減価償却
累計額相当額

310 22 5,588 5,922 

減損損失
累計額相当額

645 47 3,086 3,779 

期末残高
相当額 

― ― 4,460 4,460 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高 

  

  

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 2,359百万円

１年超 4,967 〃 

計 7,326百万円

リース資産減損勘定の残高 3,250百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高 

  

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,403百万円

１年超 5,336 〃 

計 7,740百万円

リース資産減損勘定の残高 3,074百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 3,027百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ― 〃 

減価償却費相当額 2,796 〃 

支払利息相当額 184 〃 

減損損失 3,250 〃 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 2,896百万円

リース資産減損勘定の取崩額 765 〃 

減価償却費相当額 1,932 〃 

支払利息相当額 160 〃 

減損損失 589 〃 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっています。 

  ・利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっています。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

    左に同じ 

  

  ・利息相当額の算定方法 

    左に同じ 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 1,588百万円

１年超 16,115 〃 

計 17,704百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 1,538百万円

１年超 14,572 〃 

計 16,110百万円



(有価証券関係) 

前事業年度（平成17年２月28日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成18年２月28日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
  

  

(税効果会計関係) 
  

  

区分 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1) 子会社株式 ― ― ―

(2) 関連会社株式 2,273 3,481 1,207

計 2,273 3,481 1,207

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (1) 流動資産 

  (繰延税金資産) 

  

   未払事業所税等 93百万円

   その他 58 〃 

   繰延税金資産合計 152百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (1) 流動資産 

  (繰延税金資産) 

  未払事業所税等 221百万円

  その他 72 〃 

  繰延税金資産小計 294 〃 

  評価性引当額 △294 〃 

  繰延税金資産合計 ―百万円

 (2) 投資その他の資産 

  (繰延税金資産) 

   減損損失否認 6,973百万円

   繰越欠損金 3,365 〃 

   関係会社株式評価損否認 1,583 〃 

   店舗閉鎖費用 1,515 〃 

   退職給付引当金超過額 1,493 〃 

   貸倒引当金否認 897 〃 

   投資有価証券評価損否認 265 〃 

   その他 175 〃 

   繰延税金資産小計 16,270 〃 

   評価性引当額 △9,356 〃 

   繰延税金資産合計 6,913 〃 

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 △329 〃 

   繰延税金負債合計 △329 〃 

   繰延税金資産の純額 6,583百万円

 (2) 投資その他の資産 

  (繰延税金資産) 

  

  減損損失否認 6,947百万円

  繰越欠損金 5,689 〃 

  退職給付引当金超過額 1,642 〃 

  関係会社株式評価損否認 1,583 〃 

  貸倒引当金否認 990 〃 

  店舗閉鎖費用 138 〃 

  その他 105 〃 

  繰延税金資産小計 17,097 〃 

  評価性引当額 △17,097 〃 

  繰延税金資産合計 ― 〃 

 (繰延税金負債)  

  その他有価証券評価差額金 △1 〃 

  繰延税金負債合計 △1 〃 

  繰延税金資産の純額 △1百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略

しています。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略

しています。 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 437.86円 １株当たり純資産額 345.53円

１株当たり当期純損失 177.53円 １株当たり当期純損失 82.66円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載していません。 

項目 
第53期

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

第54期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

損益計算書上の当期純損失 (百万円) 21,949 10,234

普通株式に係る当期純損失 (百万円) 21,949 10,234

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)  

利益処分による役員賞与金 ― ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 123,634 123,822

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円) 

― ―

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

 

新株予約権 ― ―

普通株式増加数(千株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数4,125個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数630個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数3,860個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数597個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 



(重要な後発事象) 

  

  

第53期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第54期
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(役員退職慰労金制度の廃止) 

平成17年４月13日開催の取締役会において、当社の取

締役及び監査役の報酬制度について各人の役割と責任を

明確にしたうえで、より一層の成果主義を反映したもの

とするため、平成17年５月26日開催の第53回定時株主総

会終結の時をもって、役員退職慰労金制度(規程を含む)

を廃止することを決議いたしました。 

なお、従来の役員退職慰労金規定に基づく役員退職慰

労金制度廃止日(同株主総会終結時)までの在任期間に応

じた役員退職慰労金については、取締役及び監査役の退

任時に支給を行うことを決議いたしました。 

――――― 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略し

ております。 

  



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主な内訳は、次のとおりです。 

２ 当期減少額のうち主な内訳は、次のとおりです。 

３ 当期減少額の( )内の数値は内数で、減損損失の計上額であります。 

４ 無形固定資産の金額は、資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省

略しました。 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却累計
額(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 49,954 3,844 
3,796
(479)

50,002 27,127 1,276 22,875

 構築物 3,663 256 
375
( 51)

3,544 2,645 93 898

 車両運搬具 17 ― 
―
(―)

17 16 0 1

 器具備品 14,118 731 
1,438
(147)

13,411 11,337 460 2,073

 土地 19,096 2,783 
1,781
(293)

20,098 ― ― 20,098

 建設仮勘定 922 1,739 2,149 511 ― ― 511

有形固定資産計 87,771 9,355 
9,542
(971)

87,585 41,126 1,830 46,458

無形固定資産       

 借地権 ― ― ― 20 ― ― 20

 商標権 ― ― ― 20 9 1 10

 その他 ― ― ― 1,133 621 207 511

無形固定資産計 ― ― ― 1,173 630 209 542

長期前払費用 96 1,099 223 972 ― 1 971

繰延資産       

 社債発行費 50 ― ― 50 50 16 ―

 繰延資産合計 50 ― ― 50 50 16 ―

建物 新店  ９店舗 2,775百万円

  改造店 ４店舗 165 〃

  店舗用建物の取得 404 〃

土地 店舗用土地等の購入に係るものです。

建設仮勘定 店舗の新設等に係るものです。

建物 店舗閉鎖及び店舗用建物の売却等に係るものです。

器具備品 店舗閉鎖等に係るものです。   
土地 所有不動産の売却 1,488百万円   
建設仮勘定 店舗の新設等に係るものです。   



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式は、4,933,912株です。 

２ その他資本剰余金の当期増加は、自己株式の処分によるものです。 

３ その他資本剰余金の当期減少及び別途積立金の当期減少は、第53回定時株主総会決議に基づくものです。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 当期減少額のうち、その他は回収による計上額の戻し入れによるものです。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) 37,549 ― ― 37,549

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式(注) (株) (128,894,833) (―) (―) (128,894,833)

普通株式 (百万円) 37,549 ― ― 37,549

計 (株) (128,894,833) (―) (―) (128,894,833)

計 (百万円) 37,549 ― ― 37,549

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金)   

株式払込剰余金 (百万円) 9,776 ― ― 9,776

(その他資本剰余金)   

資本金及び 
資本準備金減少差益 

(百万円) 26,000 ― 17,854 8,145

自己株式処分差益 (百万円) 12 4 ― 16

計 (百万円) 35,788 4 17,854 17,938

任意積立金 

(任意積立金)     

 別途積立金 (百万円) 1,079 ― 1,079 ―

計 (百万円) 1,079 ― 1,079 ―

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 2,618 484 468 202 2,430



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

現金及び預金 

  

  

売掛金 

  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

  

内訳 金額(百万円)

現金 3,229

預金 

普通預金 6,383

合計 9,613

相手先 金額(百万円)

サンデーマート㈱ 2,030

㈱オーエムシーカード 848

㈱ジェーシービー 96

㈱アルタックフーズ 48

ビットワレット㈱ 23

その他 80

計 3,127

前期繰越高 
(百万円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(百万円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高 
(百万円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(百万円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
  

(Ａ＋Ｄ) 
×総日数365日２

Ｂ

2,587 64,898 64,358 3,127 95.4 16.1



商品 

  

  

貯蔵品 

  

  

内訳 金額(百万円)

生鮮食品 

 青果 75

 鮮魚 140

 精肉 198

小計 415

加工食品 

 惣菜・インストアベーカリー 114

 日配食品 857

 一般食品 3,533

小計 4,505

雑貨・衣料 

 日用雑貨 1,519

 衣料身の回り品他 2,010

小計 3,529

合計 8,450

内訳 金額(百万円)

商品包装資材 10

施設資材他 15

計 25



関係会社長期貸付金 

  

  

差入保証金 

  

  

内訳 金額(百万円)

㈱マルエツ開発 7,294

㈱ポロロッカ 2,910

㈱メッカ 228

㈱クローバ商事 40

計 10,472

内訳 金額(百万円)

店舗・土地等賃借 保証金 21,215

    〃    敷金 14,943

    〃    予約保証金 309

取引保証金等 27

計 36,496



② 負債の部 

買掛金 
  

  

コマーシャルペーパー 
  

  

社債 
  

(注) 金額欄の( )は、１年内に償還予定の金額を示し、内数です。なお貸借対照表では流動負債に計上しています。 

  

長期借入金 
  

(注) 金額欄の( )は、１年内に返済予定の金額を示し、内数です。なお貸借対照表では流動負債に計上しています。 

  

相手先 金額(百万円)

㈱ダイエー 9,904

西野商事㈱ 350

㈱船昌 287

全国農業協同組合 222

㈱ベニレイ 208

その他 4,153

計 15,126

種類 発行金額(百万円) 償還期日 担保 使途 

電子CPによる自社発行（短期社債） 2,000 平成18年４月４日 無担保 運転資金 

電子CPによる自社発行（短期社債） 3,000 平成18年５月10日 無担保 運転資金 

電子CPによる自社発行（短期社債） 3,000 平成18年７月３日 無担保 運転資金 

計 8,000 ― ― ― 

銘柄 発行年月日 当期末残高(百万円) 償還期限 

第４回無担保普通社債 平成15年９月11日 10,000(10,000) 平成18年９月11日 

計 ― 10,000(10,000) ― 

相手先 金額(百万円)

農林漁業金融公庫 3,268( 372) 

㈱みずほコーポレート銀行 2,600(1,600) 

日本政策投資銀行 1,650( 200) 

農林中央金庫 1,500(1,000) 

信金中央金庫 1,150( 500) 

その他 16,285(5,210) 

計 26,453(8,882) 



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 平成18年５月25日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、会社の公告方法は次のとおりとなりました。 

 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

きない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 

http://www.maruetsu.co.jp/ 

  

  

決算期 ２月末日

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日

株券の種類 
100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、及び100株未満の株数を
表示した株券 

中間配当基準日 ８月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

  取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき200円 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

  取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

  買取手数料 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞(注) 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。 
  
(1) 
  

臨時報告書 
  

      
平成17年３月18日 
関東財務局長に提出。 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(減損会計早々期適
用)に基づく臨時報告書です。 

            

(2) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成17年３月18日 
関東財務局長に提出。 

            

(3) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第53期) 

自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日

  
平成17年５月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(4) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成17年５月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(5) 
  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

事業年度 
(第53期) 

自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日

  
平成17年９月９日 
関東財務局長に提出。 

            

(6) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成17年９月９日 
関東財務局長に提出。 

            

(7) 
  

半期報告書 
  

第54期中 
自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日

  
平成17年11月29日 
関東財務局長に提出。 

            

(8) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成17年11月29日 
関東財務局長に提出。 

            

(9) 
  

臨時報告書 
  

      
平成18年２月15日 
関東財務局長に提出。 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)に基づく臨
時報告書です。 

    

(10) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年２月15日 
関東財務局長に提出。 

            

(11) 
  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

事業年度 
(第53期) 

自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日

  
平成18年２月21日 
関東財務局長に提出。 

            

(12) 
  

半期報告書の 
訂正報告書 

第54期中 
自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日

  
平成18年２月21日 
関東財務局長に提出。 

            

(13) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年２月21日 
関東財務局長に提出。 

            

(14) 
  

臨時報告書 
  

      
平成18年４月12日 
関東財務局長に提出。 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(固定資産の減損損失
及び繰延税金資産の取崩)に基づく臨時報告書です。 

    

(15) 
  

訂正発行登録書 
  

      
平成18年４月12日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年５月27日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社マルエツ及び連結子会社の平成17年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計処理の変更)」に記載されているとおり、会社は当連結会計

年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 あずさ監査法人 

   
代表社員
関与社員

公認会計士  中  島  祐  二  ㊞  

   

関与社員 公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年５月25日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社マルエツ及び連結子会社の平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 あずさ監査法人 

   
指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士  中  島  祐  二  ㊞  

   
指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年５月27日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社マルエツの平成17年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「重要な会計方針(会計処理の変更)」に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基

準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 あずさ監査法人 

   
代表社員
関与社員

公認会計士  中  島  祐  二  ㊞  

   

関与社員 公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年５月25日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社マルエツの平成18年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 あずさ監査法人 

   
指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士  中  島  祐  二  ㊞  

   
指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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